










●最近の米国経済について 

 
〇トランプ米政権、大規模発電所の建設のため、緊急電力入札の実施を要請 
米国エネルギー省のクリス・ライト長官と内務省のダグ・バーガム長官は１月 16日、新たな大

規模発電所建設のため、全米最大の電力網運営会社 PJM インターコネクションに対し、約 150
億ドル規模の新たな発電所を建設するための入札を行うよう要請した（注１）。 

PJMに対する要請には、次の点が盛り込まれている。第１に、新規の発電所が安定的に建設さ
れるよう 15年間の収入を保証し、電源開発を加速すること。第２に、既存の発電所が PJM容量
市場（注２）で受け取れる支払額に上限を設け、消費者（料金支払者）を保護すること。第３に、

データセンターが新規の発電所から電力供給を受ける場合、当該データセンターあるいはそれを

所有するテック企業に対して発電設備の建設費用を負担することを義務付けること。第４に、米

国の人々に対して、より安価で、より信頼性が高く、安全な電力供給を実現するための追加措置

を講じること。 
米国では人工知能（AI）需要を背景にデータセンター関連投資や発電能力・送電網の強化が進

むにつれ、特にメリーランド州やペンシルベニア州など中部大西洋岸地域を中心に、周辺住民へ

の電力コストの上昇や停電などが問題視されている。この要請は、AI開発、特にそれを支える中
部大西洋岸地域でのデータセンター建設ブームに対応する新たな発電所の設置と、そうした需要

に係る費用をテック企業に負担させるという２つの意図がうかがえる。 
ライト長官とバーガム長官は発表の中で、現在の米国のエネルギー不足について、代替エネル

ギーが十分確保されない中、バイデン前政権が石炭火力発電所や天然ガス発電所を強制的に閉鎖

したことが原因だと指摘した。その上で、今回の要請は「中部大西洋岸地域の未来を、納税者に

負担させることなく電力で支えるための解決策である」と強調した。さらに、納税者ではなくテ

ック企業が出資する新たな発電所の建設により、AI時代を切り開いていくとの考えを示した。 
なお、エネルギー関連日系企業の同地域での動向としては、九州電力が同日、同社の子会社で

あるキューデン・インターナショナルが再生可能エネルギー事業を強化するため、テキサス州の

蓄電池事業への参入に続き、ペンシルベニア州の太陽光発電プロジェクトへの出資を発表した。

データセンター建設を牽引する GAFAM（注３）は、特にクリーンエネルギーの利用を目指すと
ころ、トランプ政権が進めるガス火力発電のほか、データセンター周りの再エネ利用についても

引き続き注目される。 
（注１）ただし、発電所の電源の指定はない。 
（注２）電力供給の安定性を確保するため、電力需要の将来の予測に基づき必要な電力供給を確

保するための電力容量。必要に応じていつでも電力を供給できるよう待機している発電

所に対しては、PJMから待機報酬が支払われる。つまり、この文脈ではその支払額に上
限をつける、ということを意味する。 

（注３）グーグル、アマゾン、メタ、アップル、マイクロソフトの大手テック企業５社のこと。 
 
○米連邦地裁、トランプ政権による EV充電設備への資金停止は違法と判断 
ワシントン西地区連邦地裁は１月 23日、米ワシントン州など 20州（注１）とコロンビア特別

区が、米運輸省（DOT）及び連邦高速道路局（FHWA）による電気自動車（EV）用充電インフ
ラ計画「NEVI フォーミュラ・プログラム」への資金凍結措置は違法だとして起こした訴訟につ
いて、原告側の主張を一部認める判決を下した。 

NEVIフォーミュラ・プログラムは、2021年 11月に成立したインフラ投資・雇用法（IIJA）
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に基づき、州が策定した EV充電網の整備計画を連邦政府が承認し、総額 50億ドルの補助金を配
分する制度。トランプ政権は 2025 年２月に資金配分の停止措置などを公表し、これを受けて同
年５月に全米 16州とワシントン DCの司法長官らが、行政手続法（APA、注２）及び合衆国憲法
に対する違憲性を巡り、DOTと FHWAを提訴していた。 
今回の判決で同裁判所は、「政府の措置は法的権限を逸脱し、恣意的かつ不合理であり、法令に

適合せず、法令で定められた手続きを順守していない」として、APAに違反すると判断した。合
衆国憲法に対する違憲性に対する訴えは却下されている。 
判決を受け、EV 普及を促進する非営利団体のプラグイン・アメリカのジョエル・レビン・エ

グゼクティブディレクターは「NEVI プログラムは全米で EV 移行を進める上で不可欠だ。今回
の最終判断によって一定の確実性がもたらされ、各州が前進し、高速道路沿いの充電設備を整備・

稼働させることが可能になる」と歓迎した。 
NEVIプログラムを巡っては、2025年６月に同裁判所が一部の州を対象に、資金凍結の仮差し

止め命令を出し、連邦政府による停止措置の効力を一時的に制限していた。その後 DOT は同年
８月、プログラム再開に向けたガイダンスを公表したものの、資金停止措置そのものの違法性に

ついては訴訟が続いていた。今後 DOT が控訴に踏み切るかどうかを含め、同プログラムの行方
が注目される。 
(注１）５月の訴訟時は 16 州（アリゾナ州、カリフォルニア州、コロラド州、デラウェア州、ハ

ワイ州、イリノイ州、メリーランド州、ミネソタ州、ニュージャージー州、ニューメキ

シコ州、ニューヨーク州、オレゴン州、ロードアイランド州、バーモント州、ワシント

ン州、ウィスコンシン州）及びコロンビア特別区だったが、ケンタッキー州、ミシガン

州、ノースカロライナ州、ペンシルベニア州が加わった。 
（注２）連邦政府機関が規則を作成・適用し、行政処分を行う際の手続きを定めた連邦法。米国

法典第５編第１部第５章第２節に示される。 
 
〇米 FRB、政策金利を据え置き 
米国連邦準備制度理事会（FRB）は１月 27～28日に連邦公開市場委員会（FOMC）を開催し、

大方の市場予想どおり、政策金利のフェデラル・ファンド（FF）金利の誘導目標を 3.50～3.75％
に維持することを決定した。既に前回会合において、今後しばらくの間、積極的な利下げが必要

ではないことが示唆されており、この方向性に沿った決定となった。なお、FOMCにおいて投票
権を持つ５人の地区連銀総裁のうち、輪番制となる４人のメンバーが今会合から新しい顔ぶれと

なっている（注１）。今回の決定に対しては、クリストファー・ウォラー理事、スティーブン・ミ

ラン理事の２人が 0.25ポイントの利下げを主張して反対票を投じた。 
今回発表された声明文の前回からの主な変更点は２点あり、（1）堅調な 2025年第３四半期GDP

の結果などを踏まえ、経済活動に係る判断を上方修正、（2）2025年 12月の雇用統計の結果など
を踏まえ、「雇用の増加は依然として低い水準にあるが、失業率は安定化の兆しを見せている」と

して労働市場に係る判断を上方修正するとともに、物価と雇用のリスクバランスに関して雇用の

リスクをより重視する文言を削除した。 
FOMC後の記者会見では、ジェローム・パウエル FRB議長に対し、FRBの独立性や金融政策

の方向性に関する質問が複数あった。2026年５月に議長としての任期を終えた後も FRB理事と
して留任する考えがあるか（注２）といった質問や、１月 11日に発表された最高裁への召喚命令
に係る声明（注３）についての議長自身の見解、次期議長についての見解などが問われたが、い

ずれも直接的な回答を控え、金融政策の独立性に対する一般的な見解を示すに留まった。 
見通しについては、「今回の声明文において経済認識が上方修正されたことに伴って、利下げ時

― 49 ―

情報報告　シカゴ



期が遅くなる可能性があるのか」との質問に対し、経済認識が上方修正されたことを歓迎しつつ

も、今後の見通しはデータ次第というスタンスを維持した。また、「今後の利下げに関して、労働

市場のさらなる悪化が必要となるのか、それともインフレ率が低下するだけで十分なのか」との

質問に対しては、労働市場の減速は利下げの根拠となり得るが、インフレが悪化していないかな

ど両方を見ながら判断を下していくとのスタンスを示した。 
（注１）2026年に投票権を持つメンバーは、ベス・ハマック・クリーブランド連銀総裁、ニール・

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、ローリー・ローガン・ダラス連銀総裁、アンナ・

ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁の４人。 
（注２）パウエル氏の議長としての任期は 2026年５月までだが、FRB理事としての任期は 2028

年１月までとなっている。議長退任時に理事も辞任することが慣例ではあるものの、法

的には理事として在任し続けることも可能で、過去に２人の前例がある。 
（注３）FRB 本部の改修費が当初予定を超過していることに関し、2025 年６月に上院銀行委員

会においてパウエル議長が議会証言を行った。司法省は 2026年１月９日、FRBに対し
て召喚状を発出し、本証言に関して偽証の疑いで刑事告訴の可能性がある旨を示唆。こ

れに対しパウエル議長は、「改修費に係る問題は口実であり、FRB が大統領の意向に従
わず、国民の利益に資すると判断した最善の評価に基づいて金利を設定したことに対す

る報復だ」として強く反発する声明を発表していた。 
 
〇米財務省、2025年上半期までの為替報告書を公表、日本は引き続き監視対象 
米国財務省は１月 30日、為替政策報告書を公表した。同報告書は半期ごとに連邦議会へ提出さ

れる。財・サービス貿易の輸出入総額上位 20カ国・地域を対象に、今回は 2025年６月までの１
年間の為替政策を分析・評価した。 
今回の報告書では、前回と同様、「為替操作国・地域」に該当する国・地域はないと結論付けた。

為替操作国・地域の認定は、2015年の貿易円滑化・貿易執行法に基づく３つの基準（注１）の全
てを満たしているかどうかを基に判断する。「為替操作監視対象」リスト（注２）には、前回の報

告書で対象国・地域となっていた中国、日本、韓国、台湾、シンガポール、ベトナム、ドイツ、

アイルランド、スイスに加え、新たにタイも追加された。日本は４期連続となる。また、今回は、

（1）自国通貨高のみならず自国通貨安に対抗するためにどの程度介入しているのかについてもよ
り広範に監視、（2）為替介入以外にも、資本規制やマクロ・プルーデンス措置（注３）、政府年金
基金などの政府投資手段などを通じて為替市場に影響を与える可能性のある政策についても警戒

を強化など、より広い範囲で監視していくことが記載されている。 
日本が監視対象となっている理由は前回と変わらず、対米貿易黒字（650 億ドル）に加え、経

常収支黒字（GDP比 4.8％）の２つの要件を満たしたことが要因。経常収支黒字の拡大は、対外
直接投資の収益や配当などをはじめとする第一次所得収支が高い水準となっていることが理由と

して挙げられている。 
今回も、最も多くのページが割かれたのは中国だ。経常収支及び貿易収支黒字が巨大であり、

2025年の対米貿易黒字では 2,460億ドルと、依然として米国の貿易相手国・地域の中で圧倒的に
大きいと指摘している。また為替に関しては、前回と同様に、（1）為替政策を不透明な形で用い
ており、為替レートメカニズムについて非常に限られた透明性しか提供していない、（2）人民元
を管理するために、特に日次固定レートや中国国有銀行による不透明な為替取引など、さまざま

な手段を用いていると指摘した。その上で、中国がマクロ経済の基礎的条件に沿って、人民元の

為替レートが適切に秩序ある形で上昇することを許容することが重要だと指摘した。 
その他の国・地域では、アイルランド、韓国、スイス、台湾、ドイツ、ベトナム、タイについ

ては対米貿易黒字と経常収支黒字の２つの基準を、シンガポールについては為替介入と経常収支
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れに対しパウエル議長は、「改修費に係る問題は口実であり、FRB が大統領の意向に従
わず、国民の利益に資すると判断した最善の評価に基づいて金利を設定したことに対す

る報復だ」として強く反発する声明を発表していた。 
 
〇米財務省、2025年上半期までの為替報告書を公表、日本は引き続き監視対象 
米国財務省は１月 30日、為替政策報告書を公表した。同報告書は半期ごとに連邦議会へ提出さ

れる。財・サービス貿易の輸出入総額上位 20カ国・地域を対象に、今回は 2025年６月までの１
年間の為替政策を分析・評価した。 
今回の報告書では、前回と同様、「為替操作国・地域」に該当する国・地域はないと結論付けた。

為替操作国・地域の認定は、2015年の貿易円滑化・貿易執行法に基づく３つの基準（注１）の全
てを満たしているかどうかを基に判断する。「為替操作監視対象」リスト（注２）には、前回の報

告書で対象国・地域となっていた中国、日本、韓国、台湾、シンガポール、ベトナム、ドイツ、

アイルランド、スイスに加え、新たにタイも追加された。日本は４期連続となる。また、今回は、

（1）自国通貨高のみならず自国通貨安に対抗するためにどの程度介入しているのかについてもよ
り広範に監視、（2）為替介入以外にも、資本規制やマクロ・プルーデンス措置（注３）、政府年金
基金などの政府投資手段などを通じて為替市場に影響を与える可能性のある政策についても警戒

を強化など、より広い範囲で監視していくことが記載されている。 
日本が監視対象となっている理由は前回と変わらず、対米貿易黒字（650 億ドル）に加え、経

常収支黒字（GDP比 4.8％）の２つの要件を満たしたことが要因。経常収支黒字の拡大は、対外
直接投資の収益や配当などをはじめとする第一次所得収支が高い水準となっていることが理由と

して挙げられている。 
今回も、最も多くのページが割かれたのは中国だ。経常収支及び貿易収支黒字が巨大であり、

2025年の対米貿易黒字では 2,460億ドルと、依然として米国の貿易相手国・地域の中で圧倒的に
大きいと指摘している。また為替に関しては、前回と同様に、（1）為替政策を不透明な形で用い
ており、為替レートメカニズムについて非常に限られた透明性しか提供していない、（2）人民元
を管理するために、特に日次固定レートや中国国有銀行による不透明な為替取引など、さまざま

な手段を用いていると指摘した。その上で、中国がマクロ経済の基礎的条件に沿って、人民元の

為替レートが適切に秩序ある形で上昇することを許容することが重要だと指摘した。 
その他の国・地域では、アイルランド、韓国、スイス、台湾、ドイツ、ベトナム、タイについ

ては対米貿易黒字と経常収支黒字の２つの基準を、シンガポールについては為替介入と経常収支

黒字の２つの基準をそれぞれ満たしているとした。 
（注１）財・サービス貿易の輸出入総額上位 20カ国・地域を対象に、（1）大幅な対米貿易黒字（年

間 150 億ドル以上の財・サービス貿易黒字額）、（2）GDP 比３％以上の経常収支黒字、
（3）持続的で一方的な為替介入（過去 12 カ月間のうち８カ月以上の介入、かつ GDP
比２％以上の介入総額）という３つの基準。 

（注２）上記３基準のうち２つに該当した国・地域は「監視対象」リストに登録される。登録さ

れると、少なくとも今後２回の報告書で監視対象国・地域として取り上げられ、３つの

基準での改善が一時的でなく永続的なものとなっているかどうかについて評価される。 
（注３）金融システム全体のリスク状況を分析・評価し、それに基づいて制度設計・政策対応を

図ることを通じて、金融システム全体の安定を確保するとの考え方に基づく措置。 
 
〇米マサチューセッツ州沖洋上風力発電所、連邦地裁が建設再開を許可 
米国マサチューセッツ州連邦地方裁判所は１月 27日、内務省海洋エネルギー管理局（BOEM）

が差し止めていた洋上風力発電所の建設再開を認める判決を下した。BOEMは 2025年 12月に、
スペイン電力大手イベルドローラの合弁会社ビンヤード・ウインド（Vineyard Wind）に対し、
国家安全保障上の理由により、同社が同州沖大陸棚で進めていた洋上風力発電所建設に係る全て

の活動を 90日間停止するよう命じていたが、今回の判決により活動が再開される見込みだ。 
同事業は、ビンヤード・ウインドとデンマークの投資会社コペンハーゲン・インフラストラク

チャー・パートナーズ（CIP）が主体となる。2025年 12月時点で、発電所建設は 95％完了済み
で、既に１年以上にわたり電力を供給していた。 
マサチューセッツ州連邦地方裁判所のブライアン・マーフィー判事は、発電所建設許可取得に

際し、長期にわたる審査を経たにもかかわらず、同事業が国家安全保障上の懸念を突如として引

き起こしたと判断した連邦政府の主張が不明瞭であるとし、BOEMによる建設事業停止の命令を
覆した（米政治専門誌「ポリティコ E＆Eニュース」１月 27日）。 
また同州のマウラ・ヒーリー知事（民主党）は「同社は同州市民と企業のために電気料金の引

き下げを実現しただけでなく、約 4,000 人の雇用を創出した」と、連邦政府による建設事業差し
止め命令が下された直後の声明で言及していた。 
ニューヨーク・タイムズ紙（１月 27日）によると、BOEMによる洋上風力発電事業の差し止

めが連邦裁判所により覆された事例は、2026年に入り今回の判決を含め４件目となった（注）。 
（注）連邦政府が差し止めた洋上風力事業の再開を認めた他３つの事例は、ロードアイランド沖

のレボリューション・ウィンド、ニューヨーク沖のエンパイア・ウィンド、バージニア

沖のコースタル・バージニア・オフショア・ウィンド。 
 
〇米財務省、対米投資審査のファストトラック制度に対する意見を公募 
米国財務省は２月６日、対米外国投資委員会（CFIUS）による「既知の投資家プログラム（Known 

Investor Portal）」及び外国投資審査プロセスの合理化に関する情報提供要請（RFI）を発表した。
正式には２月９日付の官報で公示する。 
ドナルド・トランプ大統領は 2025 年２月に発表した「米国第一の投資政策」の中で、先端技

術など重要分野における同盟国などからの対米投資促進に向け、審査プロセスを迅速化するファ

ストトラックの設立を指示した。これを受け、財務省は同年５月に、対米投資審査のファストト

ラック制度の試験運用を発表していた。今回の「既知の投資家プログラム」は、ファストトラッ

ク制度のプロセスに含まれる。 
RFIによると、既知の投資家プログラムに参加する事業体には、CFIUSが指定する質問票への
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回答などが求められる。質問の具体例には、当該事業体やその親会社などが、米国が定義する敵

対国に所在していないか、輸出管理規則（EAR）に基づくエンティティ・リスト（EL）や「特別
指定国民（SDN）」（注）といった米国の制裁対象となっている事業体が当該事業体の所有権を 10％
超有していないか、といった項目が含まれる。その上で財務省は今回、質問票に追加すべき事項

はないか、といった意見を募る。締め切りは 2026年３月 18日で、連邦政府のポータルサイトか
ら提出できる。 
スコット・ベッセント財務長官は声明で、「CFIUS の議長として、財務省は、外国投資に伴う

国家安全保障上のリスクを特定し対処するという中核的な使命を果たしつつ、プロセス効率化の

取り組みを主導する」と述べている。 
（注）ELには、米国の安全保障または外交政策上の利益に反する行為に携わっている、またはそ

の恐れがあると判断した団体や個人が掲載され、米国からの輸出などが制限される。

SDN リストには金融制裁対象者が掲載され、米国内に保有する資産が凍結されるほか、
米国人との取引が禁止される。商務省はこれら制裁対象者を検索できるデータベースを

運用している。 
 
〇2025年第４四半期の米自動車販売はクリーンビークルが不調で前年同期比 3.9％減、通年では
３年連続の前年比プラス 
モーターインテリジェンスの発表（１月 16日）によると、米国の 2025年第４四半期（10～12

月）の新車販売台数は、前年同期比 3.9％減の 406万 6,609台となった。クリーンビークル（CV、
注）や、乗用車の販売減などが影響した。また2025年通年の新車販売台数は前年比1.9％増の1,636
万台となった。通年では３年連続の前年比プラスとなった。 
動力別に増減台数を見ると、2025 年第４四半期は、ハイブリッド車（HEV)が前年同期比で６

万 8,196台増加したものの、CVが 18万 1,500台減と大幅に減少、さらにガソリン車も５万 636
台減少したことで、全車では 16万 3,940台のマイナスとなった。CVの減少は、インフレ削減法
（IRA）で定められていた車両購入にあたっての税額控除制度が 2025年９月 30日に撤廃された
ことなどが影響したと見られる。 
一方、当初懸念されていた追加関税コストの製品価格への転嫁は現時点で顕在化しておらず、

今回の販売減に与える影響は限定的と見られる。米国の自動車調査会のコックスオートモーティ

ブによれば、12月時点での１台当たりの平均車両販売価格は５万 326ドルと依然高い水準で推移
しているものの、前年同月比では 0.8％増に留まり、影響は限定的だった。 
部門別に見ると、乗用車が前年同期比 14.7％減の 67 万 1,069 台、小型トラックが 1.4％減の

339万 5,540台となった。乗用車が全車に占める割合は 16.5％となり、データの確認できる 1980
年以降四半期ごとでは最も低い値となった。 
主要メーカを販売台数順に見ると、ゼネラルモーターズ（GM）は乗用車「マリブ」などが落

ち込み前年同期比 6.8％減の 70万 167台、トヨタがスポーツ用多目的車（SUV）「４ランナー」
などが伸びて 8.1％増の 65万 2,195台、フォードが SUV「エクスプローラー」やピックアップト
ラック「マーベリック」が伸びて 2.8％増の 54万 2,360台となった。またホンダはバッテリー式
電気自動車（BEV）「プロローグ」などが減少し、9.5％減の 33 万 2,578 台、ステランティスは
SUV「デュランゴ」が伸びて 2.4％増の 32 万 9,427 台、現代は BEV「アイオニック５」が落ち
込み、1.0％減の 24万 6,838台となった。さらに起亜は小型 SUV「ニロ」などが伸びて 1.7％増
の 21万 6,007台、日産は乗用車「アルティマ」や BEV「アリア」が減少して 3.7％減の 21万 4,250
台などとなった。また BEVメーカのテスラは乗用車「モデル３」や「サイバートラック」が減少
して、15.0％減の 13万 8,000台に落ち込んだ。 
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回答などが求められる。質問の具体例には、当該事業体やその親会社などが、米国が定義する敵

対国に所在していないか、輸出管理規則（EAR）に基づくエンティティ・リスト（EL）や「特別
指定国民（SDN）」（注）といった米国の制裁対象となっている事業体が当該事業体の所有権を 10％
超有していないか、といった項目が含まれる。その上で財務省は今回、質問票に追加すべき事項

はないか、といった意見を募る。締め切りは 2026年３月 18日で、連邦政府のポータルサイトか
ら提出できる。 
スコット・ベッセント財務長官は声明で、「CFIUS の議長として、財務省は、外国投資に伴う

国家安全保障上のリスクを特定し対処するという中核的な使命を果たしつつ、プロセス効率化の

取り組みを主導する」と述べている。 
（注）ELには、米国の安全保障または外交政策上の利益に反する行為に携わっている、またはそ

の恐れがあると判断した団体や個人が掲載され、米国からの輸出などが制限される。

SDN リストには金融制裁対象者が掲載され、米国内に保有する資産が凍結されるほか、
米国人との取引が禁止される。商務省はこれら制裁対象者を検索できるデータベースを

運用している。 
 
〇2025年第４四半期の米自動車販売はクリーンビークルが不調で前年同期比 3.9％減、通年では
３年連続の前年比プラス 
モーターインテリジェンスの発表（１月 16日）によると、米国の 2025年第４四半期（10～12

月）の新車販売台数は、前年同期比 3.9％減の 406万 6,609台となった。クリーンビークル（CV、
注）や、乗用車の販売減などが影響した。また2025年通年の新車販売台数は前年比1.9％増の1,636
万台となった。通年では３年連続の前年比プラスとなった。 
動力別に増減台数を見ると、2025 年第４四半期は、ハイブリッド車（HEV)が前年同期比で６

万 8,196台増加したものの、CVが 18万 1,500台減と大幅に減少、さらにガソリン車も５万 636
台減少したことで、全車では 16万 3,940台のマイナスとなった。CVの減少は、インフレ削減法
（IRA）で定められていた車両購入にあたっての税額控除制度が 2025年９月 30日に撤廃された
ことなどが影響したと見られる。 
一方、当初懸念されていた追加関税コストの製品価格への転嫁は現時点で顕在化しておらず、

今回の販売減に与える影響は限定的と見られる。米国の自動車調査会のコックスオートモーティ

ブによれば、12月時点での１台当たりの平均車両販売価格は５万 326ドルと依然高い水準で推移
しているものの、前年同月比では 0.8％増に留まり、影響は限定的だった。 
部門別に見ると、乗用車が前年同期比 14.7％減の 67 万 1,069 台、小型トラックが 1.4％減の

339万 5,540台となった。乗用車が全車に占める割合は 16.5％となり、データの確認できる 1980
年以降四半期ごとでは最も低い値となった。 
主要メーカを販売台数順に見ると、ゼネラルモーターズ（GM）は乗用車「マリブ」などが落

ち込み前年同期比 6.8％減の 70万 167台、トヨタがスポーツ用多目的車（SUV）「４ランナー」
などが伸びて 8.1％増の 65万 2,195台、フォードが SUV「エクスプローラー」やピックアップト
ラック「マーベリック」が伸びて 2.8％増の 54万 2,360台となった。またホンダはバッテリー式
電気自動車（BEV）「プロローグ」などが減少し、9.5％減の 33 万 2,578 台、ステランティスは
SUV「デュランゴ」が伸びて 2.4％増の 32 万 9,427 台、現代は BEV「アイオニック５」が落ち
込み、1.0％減の 24万 6,838台となった。さらに起亜は小型 SUV「ニロ」などが伸びて 1.7％増
の 21万 6,007台、日産は乗用車「アルティマ」や BEV「アリア」が減少して 3.7％減の 21万 4,250
台などとなった。また BEVメーカのテスラは乗用車「モデル３」や「サイバートラック」が減少
して、15.0％減の 13万 8,000台に落ち込んだ。 

今回の結果に関し、英国のコンサルティング会社グローバルデータのデイビッド・オークリー

米州車両販売予測マネージャーは「ハイブリッド車は勢いを増しており、場合によっては消費者

のデフォルトの選択肢となっており、2026年も引き続き成功を収めるだろう」との見通しを述べ
た。またコックスオートモーティブのチャーリー・チェスブロウ・シニアエコノミストは「手頃

な価格の新車を探している人は、今や『自分にとって手頃な価格の中古車』についてより考える

必要がある」と述べ、価格高騰が続く中での低価格帯の品不足が新車販売に与える影響を懸念し

た（「オートモーティブニュース」１月８日付）。 
（注）バッテリー式電気自動車（BEV）、プラグインハイブリッド車（PHEV）、燃料電池車（FCV）

の総称。 
 
〇2025年 12月の米小売売上高は前月比横ばいで予想に届かず、年末商戦の前倒し需要を反映 
米国商務省の速報（２月 10 日付）によると、2025 年 12 月の小売売上高（季節調整値）は前

月比横ばいの 7,350億ドルとなり、ブルームバーグの市場予想（0.4％増）を大幅に下回った。10
月は同横ばいから 0.2％減に下方修正される一方、11月は同 0.6％増（速報値）から改定されず、
年末商戦において緒戦のブラックフライデー（注１）付近に支出が集中したことが示唆されてい

る。本統計はインフレの影響が加味されていないが、インフレ調整した場合には、12月の伸びは
マイナスとなった可能性が高い。なお同統計は、政府閉鎖の影響で当初予定されていた 2026 年
１月 15日から発表が遅延していた。 
自動車・同部品、家具などが押し下げ要因に 
業種別に見ると、13 業種のうち８業種で減少した。特に自動車・同部品は、前月比 0.2％減の

1,388億ドル（寄与度：マイナス 0.03ポイント）で、最大の押し下げ要因だった。また、家具（0.9％
減）や家電（0.4％減）などの耐久財への支出が落ち込んだほか、衣料（0.7％減）も減少した。
また、2025年はサイバーマンデー（注２）が 12月に後ろ倒しになっていたにもかかわらず、無
店舗小売りの伸びは 0.1％増に留まった。小売り統計で唯一のサービス項目のフードサービスは前
月に大幅な伸びを見せた反動もあり、12 月は 0.1％減とわずかに減少した。一方、建材・園芸用
品（1.2％増）や、スポーツ・娯楽品・書籍（0.4％増）は増加に寄与した。 
米金融機関ウェルズ・ファーゴのエコノミストらは、「12 月（という月）は、かつてほど特別

なものではなくなっている」との見解を示した。関税への懸念から、消費者が早めの購入に動い

た可能性が高く、オンラインショッピングの普及による利便性が、商戦の時期を年間通じてより

分散させるという長期的なトレンドを後押ししたと分析している。 
なお、全米小売業協会（NRF）は 2025年の年末商戦期間（11～12月）全体を通して見た場合

には、前年同期比 4.1％増と底堅く推移したと評価している。富裕層を中心とした堅調な支出が、
個人消費を下支えするという基本的な構造は中期的には維持されると予想する者が多い。ブルー

ムバーグのエコノミスト、イライザ・ウィンガー氏は、「2026 年に入っても、税還付の拡大や資
産価格上昇が追い風となり、消費の底堅さは維持される」と述べている。それでも、労働市場の

減速などは貯蓄や消費者マインドなどを下押ししており、短期的には一部で消費の減速が見られ

る可能性もある。 
（注１）11月第４金曜日。 
（注２）感謝祭（サンクスギビング）の翌月曜日で、2025年は 12月１日。 
 
〇１月の米雇用統計、失業率は２カ月連続で低下、労働市場に安定化の兆しか 
米国労働省は２月 11日、2026年１月の雇用統計を発表した。今回は、非農業部門新規雇用者

数や平均賃金を含む指標（注１）が年次改定に伴い遡及改定されている。 
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就業者数（前月比 52 万 8,000 人増）、失業者数（同 14 万 1,000 人減）、労働参加率（62.5％、
前月より 0.1ポイント上昇）を踏まえた失業率は 4.3％（注２）と、前月（4.4％）から低下した。
また、広義の失業率（注３）も 8.0％（前月 8.4％）と大きく改善した。このほか、平均失業期間
も 23.9週（前月 24.4週）とやや短縮し、失業期間が 27週以上の者のシェアも減少するなど、い
ずれの面から見ても改善した。 
非農業部門の新規雇用者数については、年次改定に伴って 2024年及び 2025年の数値が修正さ

れ、両年における月平均での新規雇用者数の伸びは、それぞれ 12万 2,000人増（改定前 16万 8,000
人増）、１万 5,000人増（改定前４万 9,000人増）と下方修正されている。2025年の労働市場の
弱さがさらに際立つ一方で、2026年１月の数値は 13万人増と市場予想（６万 6,000人増）を大
きく上回り、2024年 12月以来の高い伸びとなった。内訳は、政府部門が４万 2,000人減となる
一方で、民間部門は 17万 2,000人増だった。業種別では、外来医療サービスなどを中心とする教
育・医療が 13万 7,000人増と伸びのほとんどを占めたが、そのほか人材派遣などの対事業所サー
ビスや、配管工などを含む非住宅部門での建設などの雇用が増加した。もっとも、こうした伸び

を示す業種は一部に留まっており、その他の業種は依然として低調なままだ。また、比較的景気

変動の影響を受けにくい教育・医療部門の伸びが、１月は 2025年平均の２倍以上となっており、
１月と同様のペースが２月以降も続くとは考えにくいことにも注意が必要だ。 
平均時給も前月比 0.4％増（前月 0.1％増）の 37.2 ドル（前月 37.0 ドル）と伸びが加速した。

前年同月比では 3.7％増と前月と伸びは同じだった。週当たり平均労働時間も、前月比 0.3％増（前
月 0.3％減）の 34.3時間（前月 34.2時間）、前年同月比では 0.6％増（前月 1.4％減）とわずかな
がら長くなった。 
他の調査では、人員削減の増加を報告しているものもあるなど、労働市場の先行きはなお予断

を許さない。また、１月の雇用統計の結果も、慎重に見る必要がある内容が一部含まれているこ

とは事実だ。それでも失業率が２カ月連続で低下したことなど、総じて見ればポジティブな結果

だったことは間違いなく、労働市場の安定化に向けた兆しと受け止めることができそうだ。 
（注１）雇用統計は、失業率などを含む家計調査と、非農業部門新規雇用者数や平均賃金などを

含む事業所調査の２種類の統計から成り立っている。 
（注２）小数点第２位までの数値で比較すると、１月は 4.28％と前月（4.38％）から 0.1 ポイン

ト低下。 
（注３）失業者に加え、「現在は仕事を探していないが、過去 12カ月の間に求職活動を行った者」

と「フルタイムを希望しているものの、非自発的にパートタイムを選択している者」を

合わせて算定した数値 
 
〇米運輸省、EV充電器補助金付与に「バイ・アメリカ」100％要件案を公表 
米国運輸省のショーン・ダフィー長官は２月 10 日、連邦資金を活用する電気自動車（EV）の

充電器設置事業について、バイ・アメリカ条項（注）で定められた要件に関し、国内調達比率を

現行の 55％から最大 100％に引き上げる修正案を公表した。国内製造の強化や雇用創出、国家安
全保障上の懸念への対応を目的とする。 
バイ・アメリカとは、州政府などが連邦政府の補助金を用いて実施する運輸及びインフラ事業

において、米国内製品の使用を義務付ける国内調達要件を指す。各連邦政府機関がそれぞれの調

達規則においてバイ・アメリカ条項を定めている。EV 充電設備を所管する連邦高速道路局
（FHWA）では、米合衆国法典第 23 編第 313 条に基づき、連邦政府が補助する事業で使用され
る鉄、鋼鉄及び製造品などが、米国で生産されることを連邦資金利用の条件としている。これに

対し 2023年２月に当時のバイデン政権は、EV充電設備の資材について「国内製品を優先させる
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就業者数（前月比 52 万 8,000 人増）、失業者数（同 14 万 1,000 人減）、労働参加率（62.5％、
前月より 0.1ポイント上昇）を踏まえた失業率は 4.3％（注２）と、前月（4.4％）から低下した。
また、広義の失業率（注３）も 8.0％（前月 8.4％）と大きく改善した。このほか、平均失業期間
も 23.9週（前月 24.4週）とやや短縮し、失業期間が 27週以上の者のシェアも減少するなど、い
ずれの面から見ても改善した。 
非農業部門の新規雇用者数については、年次改定に伴って 2024年及び 2025年の数値が修正さ

れ、両年における月平均での新規雇用者数の伸びは、それぞれ 12万 2,000人増（改定前 16万 8,000
人増）、１万 5,000人増（改定前４万 9,000人増）と下方修正されている。2025年の労働市場の
弱さがさらに際立つ一方で、2026年１月の数値は 13万人増と市場予想（６万 6,000人増）を大
きく上回り、2024年 12月以来の高い伸びとなった。内訳は、政府部門が４万 2,000人減となる
一方で、民間部門は 17万 2,000人増だった。業種別では、外来医療サービスなどを中心とする教
育・医療が 13万 7,000人増と伸びのほとんどを占めたが、そのほか人材派遣などの対事業所サー
ビスや、配管工などを含む非住宅部門での建設などの雇用が増加した。もっとも、こうした伸び

を示す業種は一部に留まっており、その他の業種は依然として低調なままだ。また、比較的景気

変動の影響を受けにくい教育・医療部門の伸びが、１月は 2025年平均の２倍以上となっており、
１月と同様のペースが２月以降も続くとは考えにくいことにも注意が必要だ。 
平均時給も前月比 0.4％増（前月 0.1％増）の 37.2 ドル（前月 37.0 ドル）と伸びが加速した。

前年同月比では 3.7％増と前月と伸びは同じだった。週当たり平均労働時間も、前月比 0.3％増（前
月 0.3％減）の 34.3時間（前月 34.2時間）、前年同月比では 0.6％増（前月 1.4％減）とわずかな
がら長くなった。 
他の調査では、人員削減の増加を報告しているものもあるなど、労働市場の先行きはなお予断

を許さない。また、１月の雇用統計の結果も、慎重に見る必要がある内容が一部含まれているこ

とは事実だ。それでも失業率が２カ月連続で低下したことなど、総じて見ればポジティブな結果

だったことは間違いなく、労働市場の安定化に向けた兆しと受け止めることができそうだ。 
（注１）雇用統計は、失業率などを含む家計調査と、非農業部門新規雇用者数や平均賃金などを

含む事業所調査の２種類の統計から成り立っている。 
（注２）小数点第２位までの数値で比較すると、１月は 4.28％と前月（4.38％）から 0.1 ポイン

ト低下。 
（注３）失業者に加え、「現在は仕事を探していないが、過去 12カ月の間に求職活動を行った者」

と「フルタイムを希望しているものの、非自発的にパートタイムを選択している者」を

合わせて算定した数値 
 
〇米運輸省、EV充電器補助金付与に「バイ・アメリカ」100％要件案を公表 
米国運輸省のショーン・ダフィー長官は２月 10 日、連邦資金を活用する電気自動車（EV）の

充電器設置事業について、バイ・アメリカ条項（注）で定められた要件に関し、国内調達比率を

現行の 55％から最大 100％に引き上げる修正案を公表した。国内製造の強化や雇用創出、国家安
全保障上の懸念への対応を目的とする。 
バイ・アメリカとは、州政府などが連邦政府の補助金を用いて実施する運輸及びインフラ事業

において、米国内製品の使用を義務付ける国内調達要件を指す。各連邦政府機関がそれぞれの調

達規則においてバイ・アメリカ条項を定めている。EV 充電設備を所管する連邦高速道路局
（FHWA）では、米合衆国法典第 23 編第 313 条に基づき、連邦政府が補助する事業で使用され
る鉄、鋼鉄及び製造品などが、米国で生産されることを連邦資金利用の条件としている。これに

対し 2023年２月に当時のバイデン政権は、EV充電設備の資材について「国内製品を優先させる

ことは公共の利益に矛盾する」との理由から、米国で最終組み立てが行われ、かつ部品コストの

55％以上分が米国で生産されている場合に限りバイ・アメリカ条項の適用を免除した。 
EV充電設備を巡っては、各州が連邦政府の方針に翻弄されている。2025年２月には、トラン

プ政権が総額 50億ドルの「国家 EVインフラプログラム（NEVIフォーミュラ・プログラム）」
などへの資金凍結を発表。これに対し、ワシントン州など 20州とコロンビア特別区が政権を提訴
し、2026年１月に連邦地裁が政権の違憲性を判断した。その間、政権は方針を転換し、資金活用
を促す内容のガイダンスを公表し、事業の再開に向けた動きを見せていた。 

FHWAのショーン・マクマスター局長は今回の修正案公表にあたり、「バイデン（前大統領）・
ブティジェッジ（前運輸長官）政権の空約束は EV 充電器の数を減らし、国内製造業に打撃を与
えた。トランプ政権は重要なサプライチェーンの長期的な強さと安定を確保するため、米国の産

業基盤を強化することに尽力している」と述べた。 
一方、今回の修正案に対し専門家の見方は厳しい。EV を推進する業界団体のエレクトリフィ

ケーション・コーリションは「現在、EV充電器メーカは 100％の基準を満たすことができず、今
回の変更は事実上、NEVI フォーミュラ・プログラムの目標と、全国各地で積み重ねられてきた
長年の投資に終止符を打つことになる」との見解を示した（２月 10日）。 

FHWAは官報掲載後、30日間パブリックコメントを募集する（Docket No.：FHWA-2025-0070）。 
（注）連邦政府による資金援助が行われる事業の調達において、さまざまな法令により、米国産

品が優遇される場合に用いられている用語。各機関の調達規則においてバイ・アメリカ条

項を設けている。州政府が連邦政府の補助金を用いて実施する大規模な運輸及びインフラ

事業について、その事業に用いられる鉄鋼などが米国製であることを求めるもので、各機

関のルールによって実施されている。なお、連邦政府による政府調達に関し、米国産品を

優遇する「バイ・アメリカン法」とは異なる。 
 
〇米主要港、12月の小売業者向け輸入コンテナ量は前月比 1.7％減、2026年上半期も減少続く見
通し 
全米小売業協会（NRF）と物流コンサルタント会社のハケット・アソシエイツが発表した「グ

ローバル・ポート・トラッカー報告（2026年２月 9日）」によると、2025年 12月の米国小売業
者向けの主要輸入港（注１）の輸入コンテナ量は、前月比 1.7％減、前年同月比 6.6％減の 199万
TEU（1TEU は 20 フィートコンテナ換算）となった（注２）。これにより、2025 年通年の輸入
総量は前年比 0.4％減の 2,540万 TEUとなった。 
今後の見通しでは、2026 年２月のアジアの旧正月前の一時的な取扱量の増加により、2026 年

１月は 211万 TEUと前月よりは増加するものの、前年同月比では 5.2％減で、２月から４月にか
けては低調に推移すると予想されている。２月は 197万 TEUと同 3.1％減、３月は 189万 TEU
と同 12％減、４月は 205万 TEUと同 7.1％減と見込んでいる。その後、５月は 213万 TEUと
同 9.3％増、６月は 212万 TEUと同８％増と前年比で大幅な増加に転じる見込みだ。前年同月比
で見た場合の３月及び４月の落ち込みと５月以降の増加は、2025年４月の「リベレーション・デ
ー（解放の日）」前の駆け込み輸入の増加と、相互関税発表後の輸入量の急落を反映したもので、

いずれも反動要因が大きく寄与している。2026年上半期を通じてみると、総輸入量は前年同期比
2％減の 1,227万 TEUになると見込んでおり、輸入量は幾分弱めの基調となる。 
ハケット・アソシエイツ創設者のベン・ハケット氏は、政権による予測不能な関税政策が「貿

易関係における世界的な変化」をもたらし、輸入量に影響を与えていると述べた。さらに、2025
年の政府閉鎖の影響で、最新の政府データを入手するのが依然として困難な状況だと付け加えた。

同氏は「2025年のコンテナ輸入量は 2024年比でほぼ横ばいで推移した後、2026年前半には減少
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に転じ、その傾向は長期化する」と見込んでいる。 
NRFのジョナサン・ゴールド氏は、現在、裁判所や議会で議論されている関税が、輸入量に顕

著な影響を与えていると指摘した。同氏は、現在の状況がサプライチェーンの確実性や企業の事

業計画、さらには消費者の購買力を支えるための「明確で予測可能な通商政策」の必要性を浮き

彫りにしていると強調した。 
（注１）主要輸入港は、米国西海岸のロサンゼルス／ロングビーチ、オークランド、シアトル及

びタコマ、東海岸のニューヨーク／ニュージャージー、バージニア、チャールストン、

サバンナ、エバーグレーズ、マイアミ及びジャクソンビル、メキシコ湾岸のヒュースト

ンの各港を指す。ただし、今回の集計にヒューストン港とチャールストン港のデータは

反映されていない。 
（注２）発表されている貨物量の TEU と前年同月比の数値は端数処理の関係で一致しない場合

がある。 
 
〇米最高裁が IEEPA関税を無効と判断も還付方法や詳細な関税率は不透明 
米国の連邦最高裁判所は２月 20 日、国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づいて大統領が関税

を課すことはできないとの判決を下した。ただし、輸入者が既に支払い済みの関税の還付方法や、

トランプ政権がこれまでの交渉で合意した各国・地域で異なる関税率の取り扱いについては触れ

ておらず、不透明な状況が続いている。 
トランプ政権は 2025年２月以降、IEEPAに基づき合成麻薬フェンタニルなどの流入阻止を目

的とした追加関税や相互関税などを課してきた。だが、IEEPAには「輸入を規制する」との文言
はあるが、「関税を課すことができる」と明示的に記載されていない。これまでに IEEPAに基づ
き関税を課した大統領もおらず（注１）、その合法性が最高裁で審理されていた。今般、最高裁は、

議会が憲法上有している課税権限を大統領に委譲する際は「常に明示的な文言と厳格な制限を伴

って行われてきた」として、IEEPAは大統領による関税賦課を認めていないと結論付けた。判決
には、判事６人が賛成、３人が反対だった。 
ただし判決は、既に輸入者によって支払われた関税の還付方法について言及しなかった。

IEEPA 関税をめぐっては、将来的な還付のプロセスにおいて、「自動的に還付が受けられるのは
訴訟を起こした原告に限られる可能性がある」といった懸念から、関税の還付を求める訴訟が相

次いでいた。ドナルド・トランプ大統領は最高裁による判決後に会見を開いたが、関税還付に関

して明言を避けた。ただし、トランプ政権は訴訟の過程で、裁判所が「還付を命じた後、違法に

徴収したと認定された IEEPA関税を全額還付する」と明言している。また、このトランプ政権の
主張は、「禁反言の法理」（注２）により覆されないとされている。詳細については、今後、米国

国際貿易裁判所（CIT）によって審議されると見られる。 
こうした状況を受け、トランプ氏は同日、1974 年通商法 122 条に基づき、全ての輸入に原則

10％の課徴金を課すと発表した。また米通商代表部（USTR）のジェミソン・グリア代表は、同
法 301条に基づく複数の新たな調査を開始する意向を表明した。グリア代表は、調査対象として、
輸入相手国の過剰生産能力や強制労働、医薬品価格設定の仕組み、デジタルサービス税などを例

示した。調査期間の短縮についても示唆した。また、財務省のスコット・ベッセント長官は、ダ

ラスで行った講演で「裁判所はトランプ大統領の関税措置を否定したわけではない」「単に、IEEPA
の権限を用いて１ドルたりとも歳入を調達することはできないと裁定したに過ぎない」と述べ、

301条や 1962年通商拡大法 232条など、異なる法律を基に関税措置を継続する方針を示した（注
３）。なお、ベッセント長官は、IEEPA 関税の還付について「数週間、数カ月、あるいは数年に
もわたって長引く可能性がある」との見解を示している（米通商専門誌「インサイド US トレー
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に転じ、その傾向は長期化する」と見込んでいる。 
NRFのジョナサン・ゴールド氏は、現在、裁判所や議会で議論されている関税が、輸入量に顕

著な影響を与えていると指摘した。同氏は、現在の状況がサプライチェーンの確実性や企業の事

業計画、さらには消費者の購買力を支えるための「明確で予測可能な通商政策」の必要性を浮き

彫りにしていると強調した。 
（注１）主要輸入港は、米国西海岸のロサンゼルス／ロングビーチ、オークランド、シアトル及

びタコマ、東海岸のニューヨーク／ニュージャージー、バージニア、チャールストン、

サバンナ、エバーグレーズ、マイアミ及びジャクソンビル、メキシコ湾岸のヒュースト

ンの各港を指す。ただし、今回の集計にヒューストン港とチャールストン港のデータは

反映されていない。 
（注２）発表されている貨物量の TEU と前年同月比の数値は端数処理の関係で一致しない場合

がある。 
 
〇米最高裁が IEEPA関税を無効と判断も還付方法や詳細な関税率は不透明 
米国の連邦最高裁判所は２月 20 日、国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づいて大統領が関税

を課すことはできないとの判決を下した。ただし、輸入者が既に支払い済みの関税の還付方法や、

トランプ政権がこれまでの交渉で合意した各国・地域で異なる関税率の取り扱いについては触れ

ておらず、不透明な状況が続いている。 
トランプ政権は 2025年２月以降、IEEPAに基づき合成麻薬フェンタニルなどの流入阻止を目

的とした追加関税や相互関税などを課してきた。だが、IEEPAには「輸入を規制する」との文言
はあるが、「関税を課すことができる」と明示的に記載されていない。これまでに IEEPAに基づ
き関税を課した大統領もおらず（注１）、その合法性が最高裁で審理されていた。今般、最高裁は、

議会が憲法上有している課税権限を大統領に委譲する際は「常に明示的な文言と厳格な制限を伴

って行われてきた」として、IEEPAは大統領による関税賦課を認めていないと結論付けた。判決
には、判事６人が賛成、３人が反対だった。 
ただし判決は、既に輸入者によって支払われた関税の還付方法について言及しなかった。

IEEPA 関税をめぐっては、将来的な還付のプロセスにおいて、「自動的に還付が受けられるのは
訴訟を起こした原告に限られる可能性がある」といった懸念から、関税の還付を求める訴訟が相

次いでいた。ドナルド・トランプ大統領は最高裁による判決後に会見を開いたが、関税還付に関

して明言を避けた。ただし、トランプ政権は訴訟の過程で、裁判所が「還付を命じた後、違法に

徴収したと認定された IEEPA関税を全額還付する」と明言している。また、このトランプ政権の
主張は、「禁反言の法理」（注２）により覆されないとされている。詳細については、今後、米国

国際貿易裁判所（CIT）によって審議されると見られる。 
こうした状況を受け、トランプ氏は同日、1974 年通商法 122 条に基づき、全ての輸入に原則

10％の課徴金を課すと発表した。また米通商代表部（USTR）のジェミソン・グリア代表は、同
法 301条に基づく複数の新たな調査を開始する意向を表明した。グリア代表は、調査対象として、
輸入相手国の過剰生産能力や強制労働、医薬品価格設定の仕組み、デジタルサービス税などを例

示した。調査期間の短縮についても示唆した。また、財務省のスコット・ベッセント長官は、ダ

ラスで行った講演で「裁判所はトランプ大統領の関税措置を否定したわけではない」「単に、IEEPA
の権限を用いて１ドルたりとも歳入を調達することはできないと裁定したに過ぎない」と述べ、

301条や 1962年通商拡大法 232条など、異なる法律を基に関税措置を継続する方針を示した（注
３）。なお、ベッセント長官は、IEEPA 関税の還付について「数週間、数カ月、あるいは数年に
もわたって長引く可能性がある」との見解を示している（米通商専門誌「インサイド US トレー

ド」２月 20日）。 
また、これまでにトランプ政権が各国・地域と締結した相互貿易協定に基づく関税率の扱いも、

現時点では不透明だ（注４）。グリア代表は２月 22日、CNBCのインタビューで、EUなどと既
に協議したと明かした上で、「これらの協定は、最高裁の判決に左右されるものではない」「我々

は協定を順守する。相手国も協定を順守してほしい」と述べた。ただし、相互関税率の引き下げ

などで合意したインドの政府担当者は、内容の精査などからワシントン訪問を延期したなどと報

道されている（「インサイド USトレード」２月 22日）。 
相互関税など IEEPA に基づく関税措置が無効と判断されたことによって、トランプ政権は新

たな関税措置を発表するなど、当面、予見可能性が低い状態が続くことになる。対米投資にあた

っては、関税率が定まらないことによってコストを計算できない不確実性を嫌う傾向にある。対

米ビジネスを行っている企業は、今後の状況を注視する必要がある。 
（注１）IEEPA に基づき関税を課した大統領はいないものの、IEEPA 自体は金融制裁の根拠法

になるなど、頻繁に利用されている。 
（注２）一度主張した内容と矛盾する主張は許されないとする考え方。 
（注３）301 条は、外国の通商慣行が貿易協定に違反している場合や、不合理・差別的である場

合に、大統領の指示に従って USTR に輸入制限措置を発動する権限を与えている。232
条は、ある製品の輸入が米国の安全保障を損なう恐れがあると商務省が判断した場合に、

当該輸入を是正するための措置を取る権限を大統領に与えている。いずれも一定の調査

期間が必要。 
（注４）日本に対しては、相互関税と自動車・同部品の 232条関税について、一般関税率（MFN

税率）が 15％未満の場合は一般関税率と相互関税・232条関税を合計して 15％、一般関
税率が 15％以上の場合は、相互関税・232条関税は課さないと定めている。 

 
〇トランプ米大統領、IEEPA関税の停止と 122条に基づく 10％の課徴金賦課を発表 
米国のドナルド・トランプ大統領は２月 20 日、（1）国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づく

関税措置を停止する大統領令、（2）1974年通商法 122条に基づいて全ての輸入に 10％の課徴金
を課す大統領布告、（3）非課税基準額（デミニミス）ルールの適用停止を継続する大統領令を発
表した。その後、米国税関・国境警備局（CBP）は２月 22、23 日に、通関業者向けのガイダン
スをそれぞれ発表した〔（1）IEEPA関税停止、（2）122条課徴金賦課、（3）デミニミス停止継続〕。
IEEPA 関税の徴収は米国東部時間２月 24 日午前０時以降の通関から停止する。122 条に基づく
課徴金の徴収も米国東部時間２月 24日午前０時以降の通関から開始する。 
停止される IEEPA関税は次のとおり（注１）。 

• カナダ及びメキシコに対する合成麻薬フェンタニルなどの流入阻止を目的とした 10～
35％の関税（2025年２月１日付大統領令第 14193号、14194号） 

• 中国に対するフェンタニルなどの流入阻止を目的とした 10％の関税（2025年２月１日付
大統領令第 14195号） 

• ベネズエラ産の原油などを輸入する国に対する 25％の関税（2025 年３月 24 日付大統領
令第 14245号、注２） 

• 原則、全ての国・地域からの輸入に、ベースライン関税 10％と貿易赤字額の大きい相手
国にさらに高い関税を課す相互関税（2025年４月２日付大統領令第 14257号） 

• ブラジルに対する 40％の関税（2025年７月 30日付大統領令第 14323号） 
• ロシア産石油などを輸入している国に対する 25％の関税（2025年８月６日付大統領令第

14329号、注３） 

― 57 ―

情報報告　シカゴ



• キューバに石油を販売する国に対する関税（2026 年１月 29 日付大統領令第 14380 号、
注２） 

• イランから物品などを輸入する国に対する関税（2026 年２月６日付大統領令 14382、注
２） 

一方でトランプ氏は、122条に基づき、全ての輸入に原則 10％の課徴金を課すと発表した。122
条は大統領に対し、「大規模かつ深刻な米国の国際収支赤字」といった特定の状況に対処するため、

150 日を超えない期間、15％以下の関税賦課を認めている（注４）。課徴金は米国東部時間２月
24日午前０時１分～７月 24日午前０時１分までに通関される貨物に対して課す（注５）。課徴金
は一般関税率（MFN税率）などに上乗せされる（注６）。 
ただし、大統領布告では課徴金の適用対象外も定めた。対象外となる品目や条件は次のとおり。 

• 付属書 I及び付属書 IIに記載されている重要鉱物、通貨・地金に使用される金属、エネ
ルギー・同製品、米国で生産などができない資源、牛肉・トマト・オレンジなどの農産

物、医薬品・医薬品原料、特定の電子機器、乗用車・特定の小・中・大型トラック・バ

ス・同部品、航空宇宙製品、手荷物など（注７）。 
• 1962年通商拡大法 232条に基づく追加関税の対象品目。 
• 米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）の原産地規則を満たす製品、及びドミニカ共
和国・中米・米国自由貿易協定（DR-CAFTA）の原産地規則を満たし無税で輸入され
る繊維製品・衣類。 

• 米国東部時間２月 24日午前０時１分より前に船積みされて輸送中であり、２月 28日午
前０時１分より前に通関される貨物。 

トランプ氏はまた、輸入申告額が 800ドル以下の少額貨物の輸入に対して、関税支払いなどを
免除し、簡易的な方法で輸入通関ができるデミニミスルールの適用停止は継続すると発表した。

なお、国際郵便ネットワークを通じて輸入される場合は引き続きデミニミスが適用されていたが、

今回の大統領令では、国際郵便ネットワークを通じた輸入に対しても、122 条に基づく課徴金を
課すと定めた。 
（注１）それぞれの大統領令で示された IEEPAに基づく緊急事態宣言は継続し、停止されるのは

関税措置のみで、それ以外の措置は引き続き有効となっている。 
（注２）ただし、関税の対象となる国・地域は指定されなかった。 
（注３）当該大統領令を基にインドに対してのみ追加関税が課されていたが、インドと２国間暫

定協定の枠組みに合意したことを理由に、2026年２月６日に撤廃した。 
（注４）これまで 122条は利用されたことはなく、今回が初めて。1974年通商法 301条や 1962

年通商拡大法 232条のように、発動に当たっては関係省庁の調査期間を必要としない。 
（注５）ただし、議会が延長を認めた場合は異なる。 
（注６）日本と米国が合意した、一般関税、相互関税、232 条関税（自動車・部品のみ）を合計

して原則 15％となる関税率も、今後どのような計算になるかは現時点では不透明。また
トランプ氏は大統領布告が発表された翌日の２月 21日に、自身の SNSで課徴金を 15％
に引き上げると記載したが、実施時期など詳細については不明。 

（注７）具体的な米国関税分類番号（HTSUS）は付属書に記載されている。相互関税においても、
スマートフォン、半導体、重要鉱物、医薬品、農産物などを対象外としていた。例えば、

スマートフォン（HTSUS8517.13.00）は引き続き対象外となっている。 
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• キューバに石油を販売する国に対する関税（2026 年１月 29 日付大統領令第 14380 号、
注２） 

• イランから物品などを輸入する国に対する関税（2026 年２月６日付大統領令 14382、注
２） 

一方でトランプ氏は、122条に基づき、全ての輸入に原則 10％の課徴金を課すと発表した。122
条は大統領に対し、「大規模かつ深刻な米国の国際収支赤字」といった特定の状況に対処するため、

150 日を超えない期間、15％以下の関税賦課を認めている（注４）。課徴金は米国東部時間２月
24日午前０時１分～７月 24日午前０時１分までに通関される貨物に対して課す（注５）。課徴金
は一般関税率（MFN税率）などに上乗せされる（注６）。 
ただし、大統領布告では課徴金の適用対象外も定めた。対象外となる品目や条件は次のとおり。 

• 付属書 I及び付属書 IIに記載されている重要鉱物、通貨・地金に使用される金属、エネ
ルギー・同製品、米国で生産などができない資源、牛肉・トマト・オレンジなどの農産

物、医薬品・医薬品原料、特定の電子機器、乗用車・特定の小・中・大型トラック・バ

ス・同部品、航空宇宙製品、手荷物など（注７）。 
• 1962年通商拡大法 232条に基づく追加関税の対象品目。 
• 米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）の原産地規則を満たす製品、及びドミニカ共
和国・中米・米国自由貿易協定（DR-CAFTA）の原産地規則を満たし無税で輸入され
る繊維製品・衣類。 

• 米国東部時間２月 24日午前０時１分より前に船積みされて輸送中であり、２月 28日午
前０時１分より前に通関される貨物。 

トランプ氏はまた、輸入申告額が 800ドル以下の少額貨物の輸入に対して、関税支払いなどを
免除し、簡易的な方法で輸入通関ができるデミニミスルールの適用停止は継続すると発表した。

なお、国際郵便ネットワークを通じて輸入される場合は引き続きデミニミスが適用されていたが、

今回の大統領令では、国際郵便ネットワークを通じた輸入に対しても、122 条に基づく課徴金を
課すと定めた。 
（注１）それぞれの大統領令で示された IEEPAに基づく緊急事態宣言は継続し、停止されるのは

関税措置のみで、それ以外の措置は引き続き有効となっている。 
（注２）ただし、関税の対象となる国・地域は指定されなかった。 
（注３）当該大統領令を基にインドに対してのみ追加関税が課されていたが、インドと２国間暫

定協定の枠組みに合意したことを理由に、2026年２月６日に撤廃した。 
（注４）これまで 122条は利用されたことはなく、今回が初めて。1974年通商法 301条や 1962

年通商拡大法 232条のように、発動に当たっては関係省庁の調査期間を必要としない。 
（注５）ただし、議会が延長を認めた場合は異なる。 
（注６）日本と米国が合意した、一般関税、相互関税、232 条関税（自動車・部品のみ）を合計

して原則 15％となる関税率も、今後どのような計算になるかは現時点では不透明。また
トランプ氏は大統領布告が発表された翌日の２月 21日に、自身の SNSで課徴金を 15％
に引き上げると記載したが、実施時期など詳細については不明。 

（注７）具体的な米国関税分類番号（HTSUS）は付属書に記載されている。相互関税においても、
スマートフォン、半導体、重要鉱物、医薬品、農産物などを対象外としていた。例えば、

スマートフォン（HTSUS8517.13.00）は引き続き対象外となっている。 

●化学プラント情報 

 
○米国の化学プラント建設コスト指数 

2025年11月 2025年10月 2024年11月
(1957-59 = 100) (速報値) (実績) (実績)
指数 825.3 819.3 791.2 年間指数

  機器 1,038.7 1,029.6 991.1 2017 = 567.5
    熱交換器及びタンク 809.7 798.7 781.0 2018 = 603.1
    加工機械 1,053.6 1,047.1 1,017.9 2019 = 607.5
    管、バルブ及びフィッティング 1,410.3 1,399.2 1,341.2 2020 = 596.2
    プロセス計器 610.0 602.4 583.5 2021 = 708.8
    ポンプ及びコンプレッサー 1,665.2 1,663.9 1,566.4 2022 = 816.0
    電気機器 903.2 895.6 834.4 2023 = 797.9
    構造支持体及びその他のもの 1,132.7 1,126.3 1,079.4 2024 = 796.2
  建設労務 388.0 388.3 381.0
  建物 829.8 831.7 801.0
  エンジニアリング及び管理 314.3 313.4 314.1

米国の化学プラント建設コスト指数

 

 
（出所：「ケミカル・エンジニアリング」2026年２月号より作成） 
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●米国産業機械の輸出入統計（2025年 11月） 

 

米国商務省センサス局の輸出入統計に基づく、2025年 11月の米国における産業機械の輸出
入の概要は、次のとおりである。 

(1) 産業機械の輸出は、39億 6,129万ドル（対前年同月比 8.2%減）となった。化学機械、プラ
スチック機械、業務用洗濯機は対前年同月比がプラスとなったが、ボイラ・原動機、鉱山機

械、風水力機械、運搬機械、金属加工機械、動力伝導装置、積層造形用機械は対前年同月比

がマイナスとなった。 

(2) 産業機械の輸入は、54億 1,956万ドル（対前年同月比 8.4%減）となった。ボイラ・原動機、
積層造形用機械は対前年同月比がプラスとなったが、鉱山機械、化学機械、プラスチック機

械、風水力機械、運搬機械、金属加工機械、業務用洗濯機、動力伝導装置は対前年同月比が

マイナスとなった。 

(3) 産業機械の純輸入は、14億 5,827万ドルとなり、119ヵ月連続で輸入が輸出を上回った。
ボイラ・原動機以外のすべての機械で輸入超過となった。 

(4) 各機械の輸出入の概要は、次の通りである。 

① ボイラ・原動機は、輸出が 10億 136万ドル（対前年同月比 21.0%減）となり、部品（ガ
スタービン用）やガスタービン（＞5MW）などの減少により、４ヵ月連続で前年同月比が
マイナスとなった。輸入は７億 1,958万ドル（対前年同月比 13.9%増）となり、部品(ガス
タービン用）やガスタービン（＞5MW）などの増加により、20ヵ月連続で対前年同月比が
プラスとなった。 

② 鉱山機械は、輸出が 7,631万ドル（対前年同月比 31.4%減）となり、部品や破砕機などの
減少により、３か月連続で前年同月比がマイナスとなった。輸入は１億 1,715 万ドル（対
前年同月比 22.2%減）となり、部品や混合機などの減少により、19ヵ月連続で対前年同月
比がマイナスとなった。 

③ 化学機械は、輸出が 10億 8,778万ドル（対前年同月比 1.2%増）となり、分離ろ過機（液
体ろ過機）や温度処理機械 (熱交換装置）などの増加により、３ヵ月連続で対前年同月比が
プラスとなった。輸入は 15億 4083万ドル（対前年同月比 2.9%減）となり、分離ろ過機 （気
体ろ過機・その他）や温度処理機械 (熱交換装置）などの減少により、４ヵ月連続で対前年
同月比がマイナスとなった。 

④ プラスチック機械は、輸出が１億 1,250万ドル（対前年同月比 12.0%増）となり、吹込み
成形機や押出成形機などの増加により、６ヵ月振りに対前年同月比がプラスとなった。輸

入は２億 4,934万ドル（対前年同月比 3.5%減）となり、部品や押出成形機などの減少によ
り、４ヵ月連続で対前年同月比がマイナスとなった。 

⑤ 風水力機械は、輸出が９億 7,128万ドル（対前年同月比 3.1%減）となり、ポンプ （紙パ
用等遠心式）やポンプ （ピストンエンジン用）などの減少により、５ヵ月振りに対前年同
月比がマイナスとなった。輸入は 11億 4,046万ドル（対前年同月比 16.6%減）となり、ポ
ンプ （ピストンエンジン用）や部品（ポンプ用その他）などの減少により、８ヵ月連続で

― 60 ―

シカゴ情 報 報 告情 報 報 告



対前年同月比がマイナスとなった。 

⑥ 運搬機械は、輸出が３億 8,430万ドル（対前年同月比 8.7%減）となり、その他連続式エ
レベータ・コンベヤ（その他ベルト型）や部品（その他クレーン用）などの減少により、

６ヶ月連続で対前年同月比がマイナスとなった。輸入は９億 7,356 万ドル（対前年同月比
17.8%減）となり、その他連続式エレベータ・コンベヤ（その他のもの）やクレーン （非
固定天井・ガントリ等）などの減少により、４ヵ月連続で対前年同月比がマイナスとなった。 

⑦ 金属加工機械は、輸出が 4,969万ドル（対前年同月比 26.4%減）となり、熱間鍛造機（密
閉型）やその他などの減少により、４ヵ月振りに対前年同月比がマイナスとなった。輸入

は１億 6,733万ドル（対前年同月比 7.7%減）となり、部品（圧延機用）やスリッター機等
（数値制御式）などの減少により、８ヵ月連続で対前年同月比がマイナスとなった。 

⑧ 業務用洗濯機は、輸出が 3,418 万ドル（対前年同月比 31.4%増）となり、洗濯機（10kg
超）や乾燥機（10kg超・品物用）などの増加により、４ヵ月連続で対前年同月比がプラス
となった。輸入は１億 6,185 万ドル（対前年同月比 9.3%減）となり、洗濯機（10kg 超）
や部品（洗濯機用）などの減少により、９ヵ月連続で対前年同月比がマイナスとなった。 

⑨ 動力伝導装置は、輸出が２億 4,389万ドル（対前年同月比 0.5%減）となり、ギヤボック
ス等変速機（手動可変式）やトルクコンバータなどの減少により、３ヵ月振りに対前年同

月比がマイナスとなった。輸入は３億 4,946万ドル（対前年同月比 7.8%減）となり、歯車
及び歯車伝導機やギヤボックス等変速機（その他）などの減少により、３ヵ月連続で対前

年同月比がマイナスとなった。 

⑩ 積層造形用機械は、輸出が 1,295万ドル（対前年同月比 14.5%減）となり、部品（積層造
形用機械）や積層造形用機械（メタル）などの減少により、６ヵ月連続で対前年同月比が

マイナスとなった。輸入は 5,234 万ドル（対前年同月比 12.5%増）となり、積層造形用機
械（プラスチック）や積層造形用機械（その他）などの増加により、２ヵ月振りに対前年

同月比がプラスとなった。 
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出典：米国商務省センサス局の輸出入統計より作成 

図１ 米国における産業機械の輸出金額の推移 

 

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計より作成 

図２ 米国における産業機械の輸入金額の推移 
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（単位：百万ドル・億円：$1=100円）

番号 産業機械名 対前年比 2025年11月 2024年11月

区分 金額（A) 構成比 金額（B) 構成比 伸び率（%） 金額（E)=A-C 金額(F)=B-D

機械類 429.770 42.9 492.128 38.8 -12.7 86.153 163.345

1 ボイラ・原動機 部品 571.594 57.1 775.823 61.2 -26.3 195.628 472.988

小計 1,001.363 100.0 1,267.952 100.0 -21.0 281.781 636.333

機械類 24.624 32.3 43.650 39.2 -43.6 -43.347 -27.525

2 鉱山機械 部品 51.681 67.7 67.649 60.8 -23.6 2.501 -11.801

小計 76.305 100.0 111.299 100.0 -31.4 -40.846 -39.326

機械類 860.542 79.1 824.497 76.7 4.4 -434.545 -459.930

3 化学機械 部品 227.237 20.9 250.517 23.3 -9.3 -18.507 -52.012

小計 1,087.778 100.0 1,075.014 100.0 1.2 -453.053 -511.943

機械類 61.808 54.9 46.064 45.9 34.2 -100.386 -107.303

4 プラスチック機械 部品 50.687 45.1 54.355 54.1 -6.7 -36.458 -50.692

小計 112.495 100.0 100.419 100.0 12.0 -136.844 -157.995

機械類 715.840 73.7 724.198 72.3 -1.2 -152.825 -319.396

5 風水力機械 部品 255.437 26.3 277.657 27.7 -8.0 -16.360 -45.849

小計 971.277 100.0 1,001.855 100.0 -3.1 -169.185 -365.245

機械類 246.276 64.1 271.108 64.4 -9.2 -447.198 -612.777

6 運搬機械 部品 138.025 35.9 149.761 35.6 -7.8 -142.062 -151.081

小計 384.301 100.0 420.870 100.0 -8.7 -589.260 -763.858

機械類 44.255 89.1 61.370 90.9 -27.9 -104.906 -73.908

7 金属加工機械 部品 5.438 10.9 6.142 9.1 -11.5 -12.730 -39.790

小計 49.693 100.0 67.511 100.0 -26.4 -117.635 -113.699

機械類 31.496 92.1 24.080 92.6 30.8 -112.521 -133.942

8 業務用洗濯機 部品 2.685 7.9 1.936 7.4 38.7 -15.143 -18.459

小計 34.181 100.0 26.015 100.0 31.4 -127.664 -152.401

機械類 165.556 67.9 170.345 69.5 -2.8 -69.037 -87.123

9 動力伝導装置 部品 78.338 32.1 74.879 30.5 4.6 -36.530 -46.814

小計 243.894 100.0 245.225 100.0 -0.5 -105.568 -133.937

機械類 7.200 55.6 7.959 52.5 -9.5 -30.233 -23.407

10 積層造形用機械 部品 5.749 44.4 7.188 47.5 -20.0 -9.154 -7.972

小計 12.949 100.0 15.148 100.0 -14.5 -39.386 -31.379

機械類 2,580.167 65.1 2,657.441 61.6 -2.9 -1,378.612 -1,658.560

部品 1,381.122 34.9 1,658.720 38.4 -16.7 -79.662 56.489

合計 3,961.289 100.0 4,316.161 100.0 -8.2 -1,458.274 -1,602.071

番号 産業機械名 対前年比 増減率(%) 対輸出割合(%)

区分 金額（C) 構成比 金額（D) 構成比 伸び率（%） (G)=(E-F)/|F| (H)=E/A

機械類 343.617 47.8 328.783 52.1 4.5 -47.3 20.05

1 ボイラ・原動機 部品 375.966 52.2 302.836 47.9 24.1 -58.6 34.22

小計 719.583 100.0 631.619 100.0 13.9 -55.7 28.14

機械類 67.971 58.0 71.175 47.3 -4.5 -57.5 -176.03

2 鉱山機械 部品 49.180 42.0 79.451 52.7 -38.1 121.2 4.84

小計 117.151 100.0 150.625 100.0 -22.2 -3.9 -53.53

機械類 1,295.087 84.1 1,284.428 80.9 0.8 5.5 -50.50

3 化学機械 部品 245.744 15.9 302.529 19.1 -18.8 64.4 -8.14

小計 1,540.831 100.0 1,586.957 100.0 -2.9 11.5 -41.65

機械類 162.194 65.0 153.367 59.3 5.8 6.4 -162.42

4 プラスチック機械 部品 87.146 35.0 105.047 40.7 -17.0 28.1 -71.93

小計 249.340 100.0 258.415 100.0 -3.5 13.4 -121.64

機械類 868.665 76.2 1,043.594 76.3 -16.8 52.2 -21.35

5 風水力機械 部品 271.798 23.8 323.506 23.7 -16.0 64.3 -6.40

小計 1,140.462 100.0 1,367.100 100.0 -16.6 53.7 -17.42

機械類 693.474 71.2 883.885 74.6 -21.5 27.0 -181.58

6 運搬機械 部品 280.087 28.8 300.842 25.4 -6.9 6.0 -102.92

小計 973.561 100.0 1,184.728 100.0 -17.8 22.9 -153.33

機械類 149.161 89.1 135.278 74.7 10.3 -41.9 -237.05

7 金属加工機械 部品 18.167 10.9 45.932 25.3 -60.4 68.0 -234.10

小計 167.328 100.0 181.210 100.0 -7.7 -3.5 -236.72

機械類 144.017 89.0 158.021 88.6 -8.9 16.0 -357.25

8 業務用洗濯機 部品 17.828 11.0 20.394 11.4 -12.6 18.0 -564.04

小計 161.845 100.0 178.416 100.0 -9.3 16.2 -373.49

機械類 234.593 67.1 257.469 67.9 -8.9 20.8 -41.70

9 動力伝導装置 部品 114.869 32.9 121.693 32.1 -5.6 22.0 -46.63

小計 349.461 100.0 379.162 100.0 -7.8 21.2 -43.28

機械類 37.433 71.5 31.367 67.4 19.3 -29.2 -419.89

10 積層造形用機械 部品 14.903 28.5 15.160 32.6 -1.7 -14.8 -159.22

小計 52.335 100.0 46.527 100.0 12.5 -25.5 -304.16

機械類 3,958.778 73.0 4,316.001 72.9 -8.3 16.9 -53.43

部品 1,460.784 27.0 1,602.231 27.1 -8.8 -241.0 -5.77

合計 5,419.563 100.0 5,918.232 100.0 -8.4 9.0 -36.81

表１　米国における産業機械の輸出入統計（総括表）

2025年11月 2024年11月
輸出

産業機械合計

輸入
2025年11月 2024年11月

純輸出

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

純輸出

産業機械合計
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(単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8402 - 11 水管ボイラ（＞45t/h) * 77 0.688 1 0.014 4872.7

12 水管ボイラ（＜45t/h) * 99 0.713 486 3.534 -79.8

19 その他蒸気発生ボイラ * 463 3.885 519 3.210 21.0

20 過熱水ボイラ * 17 0.100 24 0.249 -59.7

90 - 0010 部分品（熱交換器） * 102 0.584 83 1.020 -42.8

8404 - 10 - 0010 補助機器（エコノマイザ） * 40 0.654 10 0.076 756.7

0050 補助機器（その他） * 12 0.130 55 0.566 -77.1

20 蒸気原動機用復水器 * 90 1.854 100 0.514 261.1

8406 - 10 蒸気タービン (船用) 0 0.000 1 0.004 -100.0

81 蒸気タービン（＞40MW） 2 0.143 0 0.000 -

82 蒸気タービン (≦40MW） 10 0.677 116 3.207 -78.9

8410 - 11 液体タービン（≦1MW） 309 0.267 193 0.478 -44.2

12 液体タービン（≦10MW） 3 0.048 0 0.000 -

13 液体タービン（＞10MW） 0 0.000 0 0.000 -

8411 - 81 ガスタービン（≦5MW） 58 32.080 87 45.567 -29.6

82 ガスタービン（＞5MW） 78 139.581 70 184.045 -24.2

8412 - 21 液体原動機（シリンダ） 67,791 123.843 80,215 125.555 -1.4

29 液体原動機（その他） 37,067 49.857 41,181 52.344 -4.8

31 気体原動機(シリンダ） 140,844 16.253 160,916 18.795 -13.5

39 気体原動機(その他） 26,624 41.413 29,737 29.274 41.5

80 その他原動機 234,517 16.999 246,885 23.677 -28.2

- 429.770 - 492.128 -12.7

8402 - 90 - 0090 部品(ボイラ用） X 4.444 X 8.471 -47.5

8404 - 90 部品(補助機器用） X 1.239 X 9.461 -86.9

8406 - 90 部品(蒸気タービン用） X 20.824 X 37.873 -45.0

8410 - 90 部品(液体タービン用） X 2.889 X 1.515 90.6

8411 - 99 部品(ガスタービン用） X 449.791 X 606.597 -25.9

8412 - 90 部品（その他） X 92.407 X 111.906 -17.4

- 571.594 - 775.823 -26.3

- 1,001.363 - 1,267.952 -21.0

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。
・「*」の数量単位は「t」である。

(2) 鉱山機械　（輸出）

(単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8430 - 49 せん孔機 1,607 6.878 1,263 10.327 -33.4

8467 - 19 - 5060 さく岩機（手持工具） 2,123 0.471 2,498 0.613 -23.1

8474 - 10 選別機 385 11.735 452 12.382 -5.2

20 破砕機 161 5.413 393 18.763 -71.2

39 混合機 16 0.128 153 1.565 -91.8

- 24.624 - 43.650 -43.6

8474 - 90 部品 X 51.681 X 67.649 -23.6

- 51.681 - 67.649 -23.6

- 76.305 - 111.299 -31.4

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

表２　米国における産業機械の輸出統計（詳細）

2025年11月 2024年11月

Ch.(%)

2025年11月 2024年11月

Ch.(%)

機械類合計

部品合計

総合計

(1) ボイラ・原動機　（輸出）

HS コード 品    名

機械類合計

HS コード 品    名

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

部品合計

総合計

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計
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(3) 化学機械　（輸出）

    (単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

7309 - 00 タンク 226,731 31.242 59,347 26.847 16.4

8419 - 19 温度処理機械（湯沸器） 31,712 13.839 37,648 21.061 -34.3

20 〝 (減菌器） 842 6.171 1,202 10.148 -39.2

35 〝 (乾燥機・紙パ用） 0 0.000 12 0.163 -100.0

39 〝 (乾燥機・その他） 1,636 7.593 7,116 7.896 -3.8

40 〝 (蒸留機） 42 0.428 351 1.463 -70.8

50 〝 (熱交換装置） 191,266 143.323 216,182 125.795 13.9

60 〝（気体液化装置） 280 9.475 364 6.266 51.2

89 〝（その他） 29,582 71.595 16,224 70.582 1.4

8405 - 10 発生炉ガス発生機 62,574 3.540 19,532 9.991 -64.6

8479 - 82 混合機 14,051 32.860 14,655 29.470 11.5

8401 - 20 分離ろ過機（同位体用） * 0 0.000 41 0.191 -100.0

8421 - 19 〝（遠心分離機） 1,383 10.735 2,322 19.281 -44.3

29 〝（液体ろ過機） 6,478,266 267.697 6,056,759 216.713 23.5

32 注1 〝（気体ろ過機・内燃機関） 245,767 90.821 234,417 84.214 7.8

39 〝 (気体ろ過機・その他） 2,942,860 162.968 3,359,529 181.736 -10.3

8439 - 10 紙パ製造機械（パルプ用） 29 0.413 113 0.918 -55.0

20 〝 （製紙用） 82 0.998 14 0.396 151.9

30 〝 （仕上用） 25 1.273 2 0.045 2746.1

8441 - 10 〝 （切断機） 238 3.939 406 8.705 -54.8

40 〝 （成形用） 3 0.120 10 0.319 -62.3

80 〝 （その他） 48 1.510 106 2.297 -34.3

- 860.542 - 824.497 4.4

8405 - 90 部品（ガス発生機械用） X 0.689 X 2.106 -67.3

8419 - 90 - 2000 部品（紙パ用） X 2.196 X 0.945 132.3

8421 - 91 部品（遠心分離機用） X 9.507 X 11.586 -17.9

99 部品（ろ過機用） X 181.913 X 199.241 -8.7

8439 - 91 部品（パルプ製造機用） X 6.185 X 7.870 -21.4

99 部品（製紙・仕上機用） X 8.123 X 9.190 -11.6

8441 - 90 部品（その他紙パ製造機用） X 18.624 X 19.579 -4.9

- 227.237 - 250.517 -9.3

- 1,087.778 - 1,075.014 1.2
注1：HS2022改正に伴う新規品目
(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

・「*」の数量単位は「t」である。

(4) プラスチック機械　（輸出）

   (単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8477 - 10 射出成形機 66 8.481 91 11.188 -24.2

20 押出成形機 104 14.041 84 8.213 71.0

30 吹込み成形機 405 9.015 49 1.680 436.6

40 真空成形機 172 2.949 122 2.139 37.8

51 その他の機械（成形用） 907 3.089 609 2.569 20.2

59 その他のもの（成形用） 210 8.919 97 6.418 39.0

80 その他の機械 990 15.315 821 13.856 10.5

2,854 61.808 1,873 46.064 34.2

8477 - 90 部品 X 50.687 X 54.355 -6.7

- 50.687 - 54.355 -6.7

- 112.495 - 100.419 12.0

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

品    名

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

部品合計

総合計

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

2025年11月 2024年11月

Ch.(%)

機械類合計

HS コード 品    名

2025年11月 2024年11月

Ch.(%)

機械類合計

部品合計

総合計

HS コード
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(5) 風水力機械 （輸出）

   (単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8413 - 19 27,438 20.798 41,844 26.105 -20.3

30 895,972 92.672 1,291,333 110.804 -16.4

50 - 0010 1,670 10.449 2,519 16.537 -36.8

0050 35,802 18.414 48,142 23.815 -22.7

0090 10,781 34.479 14,586 43.857 -21.4

60 - 0050 41 0.465 181 1.770 -73.7

0070 2,167 2.209 2,146 1.433 54.1

0090 14,109 45.941 18,566 56.135 -18.2

70 153,879 99.705 201,429 126.477 -21.2

81 64,809 40.993 81,000 44.817 -8.5

82 197 0.123 330 0.108 13.5

8414 - 80 - 1618 7,890 4.820 6,261 4.786 0.7

1642 221 1.796 238 1.921 -6.5

1655 363 1.996 384 2.786 -28.4

1660 340 0.660 605 1.152 -42.7

1667 50 1.314 93 1.788 -26.5

1675 634 13.556 354 7.559 79.3

1680 5,235 27.855 10,967 12.442 123.9

1685 142 0.811 209 1.376 -41.1

1690 30,464 5.523 71,351 5.718 -3.4

2015 3,454 75.995 1,101 11.756 546.4

2055 1,177 6.465 1,275 8.343 -22.5

2065 7 0.257 33 1.647 -84.4

2075 27 2.509 7 6.211 -59.6

9000 65,169 50.393 114,724 43.757 15.2

59 - 9080 1,707,394 118.692 1,635,752 120.220 -1.3

10 真空ポンプ 99,568 36.948 89,221 40.879 -9.6

3,129,000 715.840 3,634,651 724.198 -1.2

8413 - 91 - 1000 部品（圧縮点火機関用ポンプ） X 14.595 X 16.029 -8.9

9010 〃（その他エンジン用ポンプ） X 9.454 X 12.088 -21.8

9520 〃（ポンプ用その他） X 123.503 X 122.182 1.1

92 〃（液体エレベータ） X 0.765 X 0.948 -19.4

8414 - 90 - 1080 〃（その他送風機） X 19.739 X 23.694 -16.7

2095 〃（その他圧縮機その他） X 49.757 X 54.456 -8.6

9100 〃（真空ポンプ） X 37.625 X 48.259 -22.0

- 255.437 - 277.657 -8.0

- 971.277 - 1,001.855 -3.1

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

送風機（その他）

総合計

機械類合計

部品合計

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

〃 （定置回転式≦11.19KW)

〃 （〃11.19KW＜ ≦74.6KW)

〃 （ 〃11.19KW＜ ≦74.6KW)

〃 （タービンポンプその他）

液体エレベータ

圧縮機（定置往復式≦11.19KW）

〃 （その他）

〃 （遠心式及び軸流式）

〃 （その他圧縮機≦186.5KW)

〃 （〃186.5KW＜ ≦746KW)

〃 （〃＞746KW)

〃 （〃＞74.6KW)

〃 （定置式その他）

〃 （携帯式＜0.57m3/min.)

〃 （携帯式その他）

〃 （油井用回転容積式）

〃 （ローラポンプ）

〃 （その他回転容積式）

〃 （紙パ用等遠心式）

〃 （ピストンエンジン用）

〃 （油井用往復容積式）

〃 （ダイアフラム式）

〃 （その他往復容積式）

〃 （ 〃＞74.6KW)

2025年11月 2024年11月

Ch.(%)

ポンプ（その他計器付設型）

HS コード 品    名
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(6) 運搬機械 （輸出）

    (単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8426 - 11

   （固定支持式天井クレーン） 112 4.174 38 7.169 -41.8

12 109 2.397 368 7.924 -69.8

19 192 2.226 802 10.705 -79.2

20 11 0.160 22 0.542 -70.4

30 173 1.430 434 2.546 -43.8

91 372 6.888 640 11.128 -38.1

99 336 3.062 130 1.140 168.5

8425 - 39   

   （ウィン・キャップ：その他） 2,613 5.979 3,557 9.166 -34.8

11 3,336 12.045 3,474 12.177 -1.1

19 7,712 6.441 6,698 6.329 1.8

31 6,042 16.584 8,069 6.637 149.9

8428 - 60 1 0.007 18 0.194 -96.2

70 751 24.800 606 16.388 51.3

90 - 0310 638 8.949 136 1.799 397.6

0390 109,614 63.160 60,645 59.680 5.8

8425 - 41   

   （据付け式） 86 0.346 347 1.531 -77.4

42 9,685 7.987 10,964 7.005 14.0

49 99,611 6.734 119,051 6.800 -1.0

8428 - 20 - 0010 エスカレータ・エレベータ

  （空圧式コンベヤ） 280 2.504 470 5.229 -52.1

0050 〃（空圧式エレベータ） 846 6.300 487 5.486 14.8

10 〃（非連続エレ・スキップホ） 1,385 22.084 1,812 28.570 -22.7

40 〃（エスカレータ・移動歩道） 17 0.261 58 0.394 -33.9

31 その他連続式エレベータ・コンベヤ  

  （地下使用形） 15 0.381 19 0.357 6.9

32 〃（その他バケット型） 52 1.128 110 3.016 -62.6

33 〃（その他ベルト型） 1,201 13.920 3,202 31.210 -55.4

39 〃（その他のもの） 15,488 26.327 16,423 27.988 -5.9

260,678 246.276 238,580 271.108 -9.2

8431 - 10 - 0010 部品

  （プーリタタック・ホイス用） X 4.333 X 3.309 30.9

0090 〃（その他巻上機等用） X 11.716 X 11.512 1.8

31 - 0020 〃（スキップホイスﾄ用） X 1.320 X 0.233 466.4

0040 〃（エスカレータ用） X 10.841 X 8.844 22.6

0060 〃（非連続作動エレベータ用） X 2.363 X 3.287 -28.1

39 - 0010 〃（空圧式エレベータ・コンベヤ用） X 42.638 X 44.671 -4.5

0050 〃（石油・ガス田機械装置用） X 13.499 X 9.258 45.8

0090 〃（その他の運搬機械用） X 36.496 X 38.765 -5.9

49 - 1010 〃（天井・ガント・門形等用） X 6.406 X 6.917 -7.4

1060 〃（移動リ・ストラドル等用） X 1.347 X 2.380 -43.4

1090 〃（その他クレーン用） X 7.066 X 20.586 -65.7

- 138.025 - 149.761 -7.8

- 384.301 - 420.870 -8.7

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

〃 （その他の機械装置)

ジャッキ・ホイスト

〃 （産業用ロボット)

〃 （森林での丸太取扱装置)

〃 （ウィンチ・キャプ：電動)

〃 （ケーブルカー等けん引装置)

機械類合計

〃 （門形ジブクレーン）

〃 （道路走行車両装備用）

HS コード

部品合計

総合計

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

2024年11月

Ch.(%)

クレーン

〃 （移動リフト・ストラドル）

〃 （液圧式その他）

〃 （その他のもの）

〃 （その他のもの）

巻上機

〃 （プーリタ・ホイス：電動）

〃 （〃：その他）

品    名

2025年11月

〃 （非固定天井・ガントリ等）

〃 （タワークレーン）
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(7) 金属加工機械　（輸出）

   (単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8455 - 10 圧延機（管圧延機） 1 0.006 4 0.077 -91.9

21 〃（熱間及び熱・冷組合せ） 17 0.538 6 0.091 492.5

22 〃（冷間圧延用） 27 0.345 25 0.345 0.1

8462 - 11 注1 熱間鍛造機（密閉型） 56 6.534 564 14.882 -56.1

19 注1 〃（その他） 6 0.882 11 0.805 9.5

22 注1 〃（形状成型機） 62 1.083 77 1.002 8.1

23 注1 〃（数値制御式プレスブレーキ） 17 2.932 24 1.068 174.6

24 注1 〃（数値制御式パネルベンダー） 67 1.355 0 0.000 -

25 注1 〃（数値制御式ロール成形機） 3 0.077 6 0.132 -41.8

26 注1 〃（その他の数値制御式） 89 3.838 41 2.845 34.9

29 〃（その他） 5,086 13.314 1,882 10.901 22.1

32 注1 スリッター機等（スリッター機・切断機） 1 0.009 1 0.080 -89.2

33 注1 〃（数値制御式剪断機） 0 0.000 11 0.452 -100.0

39 〃（その他） 336 1.190 417 6.029 -80.3

42 注1 〃（数値制御式） 43 3.591 47 3.461 3.8

49 〃（その他） 636 0.601 288 3.193 -81.2

51 注1 炉心管（数値制御式） 24 0.845 25 0.974 -13.2

59 注1 〃（その他） 36 0.514 5 0.060 759.0

61 注1 冷間金属加工（液圧プレス） 10 0.382 94 2.370 -83.9

62 注1 〃（機械プレス） 240 4.305 225 4.900 -12.1

63 注1 〃（サーボプレス） 167 1.041 176 1.805 -42.3

69 注1 〃（その他） 57 0.384 6 0.128 200.4

90 注1 その他 180 0.488 754 5.769 -91.5

7,161 44.255 4,689 61.370 -27.9

8455 - 90 部品（圧延機用） * X 5.438 X 6.142 -11.5

- 5.438 - 6.142 -11.5

- 49.693 - 67.511 -26.4
注1：HS2022改正に伴う新規品目

(8) 業務用洗濯機　（輸出）

   (単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8450 - 12 洗濯機（10kg以下遠心脱水） 46 0.017 141 0.072 -76.9

19 〃（〃・その他） 505 0.238 537 0.239 -0.4

20 〃（10kg超） 57,356 23.733 34,980 17.013 39.5

8451 - 10 ドライクリーニング機 57 0.472 114 0.979 -51.8

29 - 0010 乾燥機（10kg超・品物用） 21,172 7.037 15,128 5.778 21.8

79,136 31.496 50,900 24.080 30.8

8450 - 90 部品（洗濯機用） X 2.685 X 1.936 38.7

- 2.685 - 1.936 38.7

- 34.181 - 26.015 31.4

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

部品合計

総合計

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

2024年11月

Ch.(%)

機械類合計

部品合計

総合計

HS コード 品    名

2025年11月

(注）・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「*」の数量単位は「kg」である。
出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

2024年11月

Ch.(%)

機械類合計

HS コード 品    名

2025年11月
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(9) 動力伝導装置　（輸出）

   (単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8483 - 40 - 1000 トルクコンバータ 8,738 10.851 9,685 12.403 -12.5

4010 ギヤボックス等変速機（固定比） 10,222 35.990 12,969 36.481 -1.3

4050 〃（手動可変式） 88,641 59.007 162,868 70.010 -15.7

7000 〃（その他） 5,366 8.651 3,666 8.635 0.2

9000 歯車及び歯車伝導機 11,601,786 51.056 8,306,137 42.816 19.2

- 165.556 - 170.345 -2.8

8483 - 90 - 5000 部品（ギヤボックス等変速機用） X 78.338 X 74.879 4.6

- 78.338 - 74.879 4.6

- 243.894 - 245.225 -0.5

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

(10) 積層造形用機械　（輸出）

   (単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8485 - 10 注1 積層造形用機械（メタル） 2 0.381 89 1.252 -69.5

20 注1 〃（プラスチック） 239 5.059 290 4.999 1.2

30 注1 〃（プラスター） 1 0.004 14 0.047 -92.3

80 注1 〃（その他） 248 1.756 205 1.661 5.7

- 7.200 - 7.959 -9.5

8485 - 90 注1 部品（積層造形用機械） X 5.749 X 7.188 -20.0

- 5.749 - 7.188 -20.0

- 12.949 - 15.148 -14.5
注1：HS2022改正に伴う新規品目
(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

総合計

2024年11月

Ch.(%)

機械類合計

HS コード 品    名

2025年11月

部品合計

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

HS コード 品    名

2025年11月 2024年11月

Ch.(%)

機械類合計

部品合計

総合計

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計
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（単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8402 - 11 水管ボイラ（＞45t/h) * 10 0.225 5 0.442 -49.0

12 水管ボイラ（＜45t/h) * 38 0.962 56 1.111 -13.4

19 その他蒸気発生ボイラ * 209 1.935 178 3.463 -44.1

20 過熱水ボイラ * 2 0.063 19 0.015 317.1

90 - 0010 部分品（熱交換器） * 306 2.785 32 0.181 1,440.5

8404 - 10 - 0010 補助機器（エコノマイザ） * 52 0.149 56 0.352 -57.7

0050 補助機器（その他） * 249 2.992 175 1.675 78.7

20 蒸気原動機用復水器 * 8 0.040 36 0.778 -94.9

8406 - 10 蒸気タービン（舶用） 10 0.073 4 0.432 -83.0

81 蒸気タービン（>40MW) 4 0.164 36 0.142 15.3

82 蒸気タービン(≦40MW) 59 0.359 25 0.183 95.7

8410 - 11 液体タービン（≦1MW） 15 0.022 16 0.215 -89.6

12 液体タービン（≦10MW） 12 1.601 0 0.000 -

13 液体タービン（＞10ＭＷ） 0 0.000 31 2.076 -100.0

8411 - 81 ガスタービン（≦5MW） 61 21.120 57 30.210 -30.1

82 ガスタービン（＞5MW） 136 45.430 11 12.898 252.2

8412 - 21 液体原動機（シリンダ） 1,941,506 124.115 700,978 140.364 -11.6

29 液体原動機（その他） 144,109 68.689 113,107 67.985 1.0

31 気体原動機(シリンダ） 518,244 28.457 677,146 17.737 60.4

39 気体原動機(その他） 108,891 26.999 110,159 34.272 -21.2

80 その他原動機 420,472 17.436 259,978 14.252 22.3

- 343.617 - 328.783 4.5

8402 - 90 - 0090 部品(ボイラ用） X 3.437 X 4.076 -15.7

8404 - 90 部品(補助機器用） X 5.292 X 2.139 147.4

8406 - 90 部品(蒸気タービン用） X 11.714 X 15.236 -23.1

8410 - 90 部品(液体タービン用） X 2.381 X 7.304 -67.4

8411 - 99 部品(ガスタービン用） X 344.685 X 263.072 31.0

8412 - 90 部品（その他） X 8.457 X 11.008 -23.2

- 375.966 - 302.836 24.1

- 719.583 - 631.619 13.9

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。
・「*」の数量単位は「t」である。

(2) 鉱山機械　（輸入）

（単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8430 - 49 せん孔機 1,150 2.368 1,003 3.180 -25.5

8467 - 19 - 5060 さく岩機（手持工具） 56,583 5.125 81,992 6.085 -15.8

8474 - 10 選別機 1,791 24.291 1,126 21.172 14.7

20 破砕機 768 34.965 1,198 36.028 -3.0

39 混合機 1,247 1.223 494 4.710 -74.0

- 67.971 - 71.175 -4.5

8474 - 90 部品 X 49.180 X 79.451 -38.1

- 49.180 - 79.451 -38.1

- 117.151 - 150.625 -22.2

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

(1) ボイラ・原動機　（輸入）

2025年11月

総合計

HS コード 品    名

品    名

機械類合計

部品合計

総合計

部品合計

機械類合計

HS コード

2025年11月 2024年11月

Ch.(%)

Ch.(%)

2024年11月

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

表３　米国における産業機械の輸入統計（詳細）
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(3) 化学機械　（輸入）

（単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

7309 - 00 タンク 29,703 22.367 72,370 61.214 -63.5

8419 - 19 温度処理機械（湯沸器） 148,590 39.577 190,406 46.245 -14.4

20 〝 (減菌器） 8,438 19.464 4,613 16.202 20.1

35 〝 (乾燥機・紙パ用） 307 1.235 62 3.554 -65.2

39 〝 (乾燥機・その他） 40,048 30.052 30,103 22.768 32.0

40 〝 (蒸留機） 311 7.953 5,411 6.590 20.7

50 〝 (熱交換装置） 932,420 130.989 1,370,646 179.342 -27.0

60 〝（気体液化装置） 595 9.590 1,087 5.827 64.6

89 〝（その他） 436,869 286.643 234,517 131.549 117.9

8405 - 10 発生炉ガス発生機 28,080 0.471 139,617 1.169 -59.7

8479 - 82 混合機 151,257 92.954 101,488 70.522 31.8

8401 - 20 分離ろ過機（同位体用） * 519 5.415 346 4.254 27.3

8421 - 19 〝（遠心分離機） 70,240 19.810 238,512 20.570 -3.7

29 〝（液体ろ過機） 23,927,565 131.348 29,190,960 120.710 8.8

32 注1 〝（気体ろ過機・内燃機関） 1,336,855 260.199 1,118,320 248.812 4.6

39 〝 (気体ろ過機・その他） 9,748,311 183.175 13,514,788 284.321 -35.6

8439 - 10 紙パ製造機械（パルプ用） 33 1.331 19 4.434 -70.0

20 〝 （製紙用） 24 0.495 9 0.836 -40.7

30 〝 （仕上用） 137 4.895 319 7.444 -34.2

8441 - 10 〝 （切断機） 195,294 26.589 192,773 32.179 -17.4

40 〝 （成形用） 52 0.819 93 2.325 -64.8

80 〝 （その他） 1,029 19.716 812 13.562 45.4

- 1,295.087 - 1,284.428 0.8

8405 - 90 部品（ガス発生機械用） X 0.874 X 0.996 -12.2

8419 - 90 - 2000 部品（紙パ用） X 3.716 X 5.678 -34.6

8421 - 91 部品（遠心分離機用） X 15.643 X 20.045 -22.0

99 部品（ろ過機用） X 156.136 X 183.958 -15.1

8439 - 91 部品（パルプ製造機用） X 7.297 X 11.543 -36.8

99 部品（製紙・仕上機用） X 23.600 X 55.726 -57.6

8441 - 90 部品（その他紙パ製造機用） X 38.478 X 24.583 56.5

- 245.744 - 302.529 -18.8

- 1,540.831 - 1,586.957 -2.9
注1：HS2022改正に伴う新規品目      
(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

・「*」の数量単位は「t」である。

(4) プラスチック機械　（輸入）

（単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8477 - 10 射出成形機 842 56.447 336 56.805 -0.6

20 押出成形機 47 7.265 78 23.453 -69.0

30 吹込み成形機 149 20.545 84 10.034 104.7

40 真空成形機 187 6.661 138 9.575 -30.4

51 その他の機械（成形用） 188 7.724 358 1.214 536.0

59 その他のもの（成形用） 219 13.030 121 12.485 4.4

80 その他の機械 5,198 50.522 5,233 39.800 26.9

6,830 162.194 6,348 153.367 5.8

8477 - 90 部品 X 87.146 X 105.047 -17.0

- 87.146 - 105.047 -17.0

- 249.340 - 258.415 -3.5

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

Ch.(%)品    名HS コード

2025年11月 2024年11月

Ch.(%)

2025年11月 2024年11月

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

総合計

部品合計

機械類合計

機械類合計

HS コード

部品合計

品    名

総合計

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計
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(5) 風水力機械 （輸入）

（単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8413 - 19 386,083 20.130 951,894 29.048 -30.7

30 4,327,363 198.348 5,715,964 245.239 -19.1

50 - 0010 256 10.938 1,452 21.723 -49.6

0050 158,469 10.903 256,675 14.719 -25.9

0090 348,205 22.562 328,675 34.663 -34.9

60 - 0050 667 0.390 567 0.311 25.6

0070 6,511 1.234 7,564 1.859 -33.6

0090 548,230 36.876 754,561 42.338 -12.9

70 3,246,759 169.515 2,966,073 178.921 -5.3

81 714,844 30.541 716,955 38.146 -19.9

82 8,023 3.036 5,489 0.599 407.0

8414 - 80 - 1605 92,504 7.457 86,438 10.826 -31.1

1615 12,667 2.249 12,015 2.341 -3.9

1625 2,587 1.623 4,628 1.488 9.1

1635 851 0.455 1,940 1.926 -76.4

1640 140 0.206 562 0.301 -31.3

1645 81 0.295 296 1.168 -74.7

1655 81 0.646 108 0.840 -23.1

1660 5,482 5.047 3,499 5.252 -3.9

1665 2,094 4.399 3,494 5.949 -26.0

1670 2,823 6.600 709 8.106 -18.6

1675 1,738 16.431 474 18.475 -11.1

1680 14,556 3.409 21,110 6.255 -45.5

1685 1,058,110 24.833 867,226 33.562 -26.0

1690 110,170 4.676 227,605 13.204 -64.6

2015 459 28.053 5,225 11.470 144.6

2055 27,067 10.443 43,242 8.791 18.8

2065 223 2.858 14 1.042 174.2

2075 71 9.522 174 19.648 -51.5

9000 306,799 12.529 472,743 35.088 -64.3

8414 - 59 - 6560 送風機（その他遠心式） 1,262,672 61.499 1,066,155 50.664 21.4

6590 〃（その他軸流式） 1,864,768 55.955 2,474,694 78.126 -28.4

6595 〃（その他） 1,518,558 49.350 1,198,025 52.464 -5.9

10 真空ポンプ 607,269 55.654 803,837 69.043 -19.4

16,637,180 868.665 19,000,082 1,043.594 -16.8

8413 - 91 - 1000 部品（圧縮点火機関用ポンプ） X 10.721 X 13.366 -19.8

2000 〃（紙パ用ストックポンプ） X 0.798 X 1.552 -48.6

9010 〃（その他エンジン用ポンプ） X 24.227 X 22.404 8.1

9096 〃（ポンプ用その他） X 114.920 X 146.098 -21.3

92 〃（液体エレベータ） X 1.476 X 1.823 -19.0

8414 - 90 - 1080 〃（その他送風機） X 29.627 X 30.174 -1.8

4165 〃（その他圧縮機ハウジング） X 15.763 X 21.196 -25.6

4175 〃（その他圧縮機その他） X 41.346 X 44.776 -7.7

9140 〃（真空ポンプ） X 10.035 X 11.376 -11.8

9180 〃（その他） X 22.884 X 30.741 -25.6

- 271.798 - 323.506 -16.0

- 1,140.462 - 1,367.100 -16.6

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

Ch.(%)

2025年11月 2024年11月

〃 （油井用往復容積式）

〃 （ダイアフラム式）

〃 （定置式その他）

〃 （その他回転容積式）

〃 （紙パ用等遠心式）

ポンプ（その他計器付設型）

液体エレベータ

〃 （タービンポンプその他）

〃 （ 〃4.48KW＜ ≦8.21KW)

HS コード

〃 （ピストンエンジン用）

品    名

圧縮機（定置往復式≦746W）

〃 （ 〃746Ｗ＜ ≦4.48KW)

〃 （油井用回転容積式）

〃 （その他往復容積式）

〃 （ローラポンプ）

〃 （〃11.19KW＜ <22.38KW)

〃 （ 〃11.19KW＜ ≦19.4KW)

部品合計

〃 （ 〃＞74.6KW)

〃 （その他圧縮機≦186.5KW)

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

〃 （〃22.38KW≦ ≦74.6KW)

〃 （遠心式及び軸流式）

〃 （〃＞746KW)

〃 （ 〃8.21KW＜ ≦11.19KW)

〃 （定置回転式≦11.19KW)

〃 （〃＞74.6KW)

〃 （〃186.5KW＜ ≦746KW)

〃 （携帯式＜0.57m3/min.)

機械類合計

〃 （携帯式その他）

〃 （ 〃19.4KW＜ ≦74.6KW)

総合計

〃 （その他）
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(6) 運搬機械 （輸入）

（単位：百万ドル・億円：$1=100円）

Ch.(%)

数 量 金 額 数 量 金 額

8426 - 11

342 12.087 453 9.573 26.3

12 158 4.740 3,096 6.682 -29.1

19 5,903 12.466 4,976 58.791 -78.8

20 35 0.455 124 6.816 -93.3

30 807 6.958 81 7.833 -11.2

91 363 18.536 252 10.538 75.9

99 833 1.681 938 3.421 -50.9

8425 - 39

769,920 12.933 819,693 16.810 -23.1

11 15,353 8.739 19,194 13.520 -35.4

19 2,772,618 13.694 3,476,039 13.432 2.0

31 59,668 12.416 106,958 17.500 -29.1

8428 - 60 773 2.394 1,338 8.020 -70.2

70 7,626 58.234 2,747 61.474 -5.3

90 - 0310 179 8.062 6,700 12.121 -33.5

0390 824,530 292.113 872,290 328.233 -11.0

8425 - 41

11,818 1.618 14,140 1.824 -11.3

42 　〃 （液圧式その他） 870,350 27.666 618,211 35.692 -22.5

49 　〃 （その他のもの） 1,077,392 17.891 1,169,435 21.745 -17.7

8428 - 20 - 0010

2,336 12.657 852 14.184 -10.8

0050 269 2.506 354 2.433 3.0

10 〃（非連続エレ・スキップホイス） 24,087 28.012 16,766 21.723 29.0

40 〃（エスカレータ・移動歩道） 124 3.760 39 0.895 320.0

31 その他連続式エレベータ・コンベヤ

  （地下使用形） 1,031 0.793 20 0.065 1128.4

32 〃（その他バケット型） 2,610 1.916 214 1.245 53.9

33 〃（その他ベルト型） 29,971 44.232 5,248 49.871 -11.3

39 〃（その他のもの） 530,564 86.915 59,004 159.444 -45.5

7,009,660 693.474 7,199,162 883.885 -21.5

8431 - 10 - 0010 部品

X 7.033 X 8.391 -16.2

0090 X 14.656 X 12.287 19.3

31 - 0020 〃（スキップホイスﾄ用） X 1.108 X 0.548 102.1

0040 X 1.321 X 1.839 -28.2

0060 X 24.665 X 35.526 -30.6

39 - 0010 X 127.558 X 104.616 21.9

0050 X 3.468 X 4.505 -23.0

0070 X 0.575 X 1.741 -67.0

0080 X 73.999 X 101.838 -27.3

49 - 1010 X 4.832 X 12.485 -61.3

1060 X 2.177 X 4.272 -49.0

1090 X 18.696 X 12.793 46.1

- 280.087 - 300.842 -6.9

- 973.561 - 1,184.728 -17.8

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

総合計

HS　コード

〃（その他巻上機用）

〃（空圧式エレベータ・コンベヤ用）

〃（空圧式エレベータ）

  （プーリタタック・ホイス用）

〃（エスカレータ用）

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

2025年11月 2024年11月

   （ウィン・キャップ：その他）

　〃 （非固定天井・ガントリ等）

   　（据付け式）

エスカレータ・エレベータ

　（空圧式コンベヤ）

　〃 （その他の機械装置)

　〃 （ケーブルカー等けん引装置)

　〃 （産業用ロボット)

〃（その他巻上機等用）

部品合計

機械類合計

〃（石油・ガス田機械装置用）

〃（森林での丸太取扱装置用）

   （固定支持式天井クレーン）

クレーン

巻上機

ジャッキ・ホイスト

　〃 （道路走行車両装備用）

　〃 （プーリタ・ホイス：電動）

　〃 （ウィンチ・キャプ：電動)

　〃 （移動リフト・ストラドル）

　〃 （〃：その他）

　〃 （その他のもの）

　〃 （タワークレーン）

　〃 （森林での丸太取扱装置)

品    名

　〃 （門形ジブクレーン）

〃（非連続作動エレベータ用）

〃（移動リ・ストラドル等用）

〃（天井・ガント・門形等用）

〃（その他クレーン用）
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(7) 金属加工機械　（輸入）

（単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8455 - 10 圧延機（管圧延機） 130 1.675 251 4.226 -60.4

21 〃（熱間及び熱・冷組合せ） 339 8.206 74 1.446 467.5

22 〃（冷間圧延用） 2,427 10.299 2,336 7.833 31.5

8462 - 11 注1 熱間鍛造機（密閉型） 482 6.088 263 1.675 263.4

19 注1 〃（その他） 182 5.823 111 1.496 289.3

22 注1 〃（形状成型機） 37 2.998 1,088 8.466 -64.6

23 注1 〃（数値制御式プレスブレーキ） 82 11.141 86 13.382 -16.7

24 注1 〃（数値制御式パネルベンダー） 15 3.557 8 0.628 466.6

25 注1 〃（数値制御式ロール成形機） 22 1.197 12 1.411 -15.1

26 注1 〃（その他の数値制御式） 99 11.985 71 12.738 -5.9

29 〃（その他） 11,952 19.591 6,763 19.460 0.7

32 注1 スリッター機等（スリッター機・切断機） 158 14.473 124 10.460 38.4

33 注1 〃（数値制御式剪断機） 16 1.762 16 1.106 59.3

39 〃（その他） 618 3.924 830 1.969 99.3

42 注1 〃（数値制御式） 24 7.131 46 13.646 -47.7

49 〃（その他） 534 5.502 471 2.196 150.6

51 注1 炉心管（数値制御式） 29 5.391 16 2.892 86.4

59 注1 〃（その他） 116 0.744 37 0.707 5.4

61 注1 冷間金属加工（液圧プレス） 260 6.065 412 4.322 40.3

62 注1 〃（機械プレス） 43 3.803 38 5.338 -28.8

63 注1 〃（サーボプレス） 36 2.717 28 5.837 -53.4

69 注1 〃（その他） 13 0.657 83 3.098 -78.8

90 注1 その他 1,924 14.429 1,840 10.945 31.8

19,538 149.161 15,004 135.278 10.3

8455 - 90 部品（圧延機用） * X 18.167 X 45.932 -60.4

- 18.167 - 45.932 -60.4

- 167.328 - 181.210 -7.7
注1：HS2022改正に伴う新規品目
(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

・「*」の数量単位は「kg」である。

(8) 業務用洗濯機　（輸入）

（単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8450 - 12 洗濯機（10kg以下遠心脱水） 4,057 0.194 3,844 0.466 -58.4

19 〃（〃・その他） 31,946 0.693 35,177 0.930 -25.5

20 〃（10kg超） 289,376 101.714 273,525 114.686 -11.3

8451 - 10 ドライクリーニング機 16 0.812 24 0.575 41.2

29 - 0010 乾燥機（10kg超・品物用） 175,762 40.603 108,048 41.363 -1.8

501,157 144.017 420,618 158.021 -8.9

8450 - 90 部品（洗濯機用） X 17.828 X 20.394 -12.6

- 17.828 - 20.394 -12.6

- 161.845 - 178.416 -9.3

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

総合計

部品合計

機械類合計

HS コード 品    名

機械類合計

HS コード

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

Ch.(%)

2025年11月 2024年11月

Ch.(%)

2025年11月 2024年11月

品    名

総合計

部品合計
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(9) 動力伝導装置　（輸入）

（単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8483 - 40 - 1000 トルクコンバータ 147,907 9.049 461,699 15.792 -42.7

3040 ギヤボックス等変速機（固定比・紙パ機械用） 7,469 1.382 7,224 0.549 151.7

3080 〃（手動可変式・紙パ機械用） 29,802 2.163 24,570 1.792 20.7

5010 〃（固定比・その他） 423,228 106.176 646,732 115.437 -8.0

5050 〃（手動可変式・その他） 372,773 49.948 941,284 29.805 67.6

7000 〃（その他） 186,316 20.444 999,080 31.960 -36.0

9000 歯車及び歯車伝導機 7,185,526 45.431 5,155,216 62.134 -26.9

- 234.593 - 257.469 -8.9

8483 - 90 - 5000 部品（ギヤボックス等変速機用） X 114.869 X 121.693 -5.6

- 114.869 - 121.693 -5.6

- 349.461 - 379.162 -7.8

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

(10) 積層造形用機械　（輸入）

（単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8485 - 10 注1 積層造形用機械（メタル） 1,577 12.466 420 13.331 -6.5

20 注1 〃（プラスチック） 53,495 21.484 45,279 14.535 47.8

30 注1 〃（プラスター） 8 0.326 113 0.455 -28.5

80 注1 〃（その他） 8,837 3.156 700 3.046 3.6

- 37.433 - 31.367 19.3

8485 - 90 注1 部品（積層造形用機械） X 14.903 X 15.160 -1.7

- 14.903 - 15.160 -1.7

- 52.335 - 46.527 12.5
注1：HS2022改正に伴う新規品目
(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

HS コード 品    名

2025年11月 2024年11月

Ch.(%)

機械類合計

部品合計

総合計

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

総合計

部品合計

機械類合計

HS コード Ch.(%)

2025年11月

品    名

2024年11月

― 75 ―

情報報告　シカゴ



●米国プラスチック機械の輸出入統計（2025年 11月） 

 

米国商務省センサス局の輸出入統計に基づく、2025年 11月の米国におけるプラスチック機
械の輸出入の概要は、次のとおりである。 

 

(1) プラスチック機械の輸出は、全体で１億 1,250万ドル（対前年同月比 12.0%増）となった。
輸出先は、メキシコが 2,652万ドル（同 16.7％増）で最も大きく、次いでカナダが 2,352万
ドル（同 31.9%増）、インドが 1,189 万ドル（同 197.4%増）、中国が 911 万ドル（同 69.5%
増）と続く。機種別の輸出金額は、射出成形機は 848 万ドル（同 24.2%減）、押出成形機は
1,404万ドル（同 71.0%増）、吹込み成形機は 901万ドル（同 436.6%増）、真空成形機及びそ
の他の熱成形機（以下「真空成形機等」という。）は 295万ドル（同 37.8%増）となり、部分
品は 5,069万ドル（同 6.7%減）となった。 

(2) プラスチック機械の輸入は、全体で２億 4,934 万ドル（同 3.5%減）となった。輸入元は、
ドイツが 7,282万ドル（同 8.8%減）で最も大きく、次いでカナダが 3,103万ドル（同 17.6%
減）、イタリアが 2,764万ドル（同 76.2%増）、日本が 2,312万ドル（同 20.6%増）と続く。
機種別の輸入金額は、射出成形機は 5,645万ドル（同 0.6%減）、押出成形機は 726万ドル（同
69.0%減）、吹込み成形機は 2,054 万ドル（同 104.7%増）、真空成形機等は 666 万ドル（同
30.4%減）となり、部分品は 8,715万ドル（同 17.0%減）となった。 

(3) プラスチック機械の対日輸出は、全体で 202 万ドル（同 99.7%増）となり、全輸出金額に
占める割合は 1.8%となった。 

(4) プラスチック機械の対日輸入は、全体で 2,312 万ドル（同 20.6%増）となり、全輸入金額
に占める割合は 9.3%となった。主要機種のうち、射出成形機の対日輸入金額が最も大きく、
1,236万ドル（同 3.0%減）となった。 

(5) プラスチック機械輸出の単純平均単価は、射出成形機が 128.5千ドル、押出成形機が 135.0
千ドル、吹込み成形機が 22.3 千ドル、真空成形機等が 17.1 千ドルとなった。また、全機種
の単純平均単価は、21.7千ドルとなった。 

(6) プラスチック機械輸入の単純平均単価は、射出成形機が 67.0 千ドル、押出成形機が 154.6
千ドル、吹込み成形機が 137.9千ドル、真空成形機等が 35.6千ドルとなった。また、全機種
の単純平均単価は、23.7千ドルとなった。なお、対日輸入の射出成形機の単純平均単価は 117.9
千ドルとなった。 
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出典：米国商務省センサス局の輸出入統計より作成 

図１ 米国におけるプラスチック機械の輸出金額の推移 

 
出典：米国商務省センサス局の輸出入統計より作成 

図２ 米国におけるプラスチック機械の輸入金額の推移 
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(単位:台、ドル・百円:$1=100円)

輸出先 輸出金額 輸出金額 輸出金額

国名 数量 金額 数量 金額 増減 伸び率(%) 数量 金額 数量 金額 伸び率(%)

アイルランド 125 2,961,177 23 1,899,553 1,061,624 55.9 0 0 0 0 -

イギリス 75 2,355,835 74 2,948,111 -592,276 -20.1 3 710,423 1 53,200 1,235.4

フランス 0 555,462 56 1,734,789 -1,179,327 -68.0 0 0 0 0 -

ドイツ 114 7,931,797 21 5,676,813 2,254,984 39.7 0 0 1 292,702 -100.0

イタリア 1 6,768,974 39 3,158,842 3,610,132 114.3 1 45,725 0 0 -

トルコ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -

小計 315 20,573,245 213 15,418,108 5,155,137 33.4 4 756,148 2 345,902 118.6

カナダ 167 23,516,704 143 17,822,649 5,694,055 31.9 19 2,742,686 15 1,466,408 87.0

メキシコ 1,098 26,515,333 497 22,720,664 3,794,669 16.7 24 2,637,433 65 8,117,604 -67.5

コスタリカ 11 896,749 35 3,931,451 -3,034,702 -77.2 1 75,621 3 416,764 -81.9

コロンビア 2 496,928 64 1,839,382 -1,342,454 -73.0 0 0 0 0 -

ベネズエラ 0 59,612 1 123,030 -63,418 -51.5 0 0 1 117,000 -100.0

ブラジル 1 1,039,909 7 855,389 184,520 21.6 0 0 0 0 -

チリ 0 681,054 0 1,609,591 -928,537 -57.7 0 0 0 0 -

小計 1,279 52,525,235 747 47,292,565 5,232,670 11.1 44 5,455,740 84 10,117,776 -46.1

日本 44 2,016,210 3 1,009,379 1,006,831 99.7 0 0 1 30,000 -100.0

韓国 4 712,291 5 1,006,126 -293,835 -29.2 0 0 0 0 -

中国 838 9,114,948 53 5,378,415 3,736,533 69.5 4 688,023 2 214,994 220.0

台湾 0 213,131 6 833,899 -620,768 -74.4 0 0 0 0 -

シンガポール 2 492,428 1 351,508 140,920 40.1 0 0 0 0 -

タイ 10 352,067 2 416,859 -64,792 -15.5 0 0 0 0 -

インド 88 11,889,433 174 3,998,119 7,891,314 197.4 1 70,936 0 0 -

小計 986 24,790,508 244 12,994,305 11,796,203 90.8 5 758,959 3 244,994 209.8

その他 274 14,606,328 669 24,714,261 -10,107,933 -40.9 13 1,509,774 2 479,612 214.8

合計 2,854 112,495,316 1,873 100,419,239 12,076,077 12.0 66 8,480,621 91 11,188,284 -24.2

輸出先 輸出金額 輸出金額 輸出金額 25年11月 輸出金額

国名 数量 金額 伸び率(%) 数量 金額 伸び率(%) 数量 金額 伸び率(%) 金額 伸び率(%)

アイルランド 0 0 - 1 28,665 -93.5 9 180,204 77.5 688,953 -39.4

イギリス 0 0 - 0 0 - 0 0 - 521,541 -69.1

フランス 0 0 - 0 0 - 0 0 -100.0 555,462 -37.1

ドイツ 0 0 - 2 130,619 108.0 6 60,054 -1.1 3,291,668 -20.7

イタリア 0 0 -100.0 0 0 - 0 0 - 6,723,249 1,937.5

トルコ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 -

小計 0 0 -100.0 3 159,284 -68.2 15 240,258 0.6 11,780,873 43.8

カナダ 7 752,769 -13.1 76 2,085,608 2,592.3 8 164,134 898.3 16,719,569 27.3

メキシコ 11 1,391,225 955.9 278 5,775,007 - 34 444,061 -75.3 6,954,822 -12.5

コスタリカ 0 0 -100.0 5 149,810 -75.3 0 0 - 548,890 -60.9

コロンビア 0 0 - 0 0 - 0 0 - 473,401 -52.5

ベネズエラ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 59,612 888.6

ブラジル 0 0 - 0 0 - 1 7,974 - 1,031,935 63.3

チリ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 681,054 -57.7

小計 18 2,143,994 66.5 359 8,010,425 1,069.1 43 616,169 -66.1 25,788,229 6.9

日本 0 0 - 17 334,488 - 1 13,288 - 660,948 -23.4

韓国 0 0 - 1 158,932 959.5 1 13,643 - 317,704 -66.6

中国 0 0 -100.0 1 22,740 -90.2 7 778,925 2,821.0 2,588,818 45.5

台湾 0 0 - 0 0 -100.0 0 0 - 213,131 -49.8

シンガポール 0 0 - 0 0 - 0 0 - 465,657 34.2

タイ 0 0 - 1 10,500 - 0 0 - 271,917 -33.4

インド 59 9,813,088 - 3 36,289 23.5 0 0 -100.0 617,833 -44.5

小計 59 9,813,088 943.6 23 562,949 75.2 9 805,856 1,024.5 5,136,008 -12.8

その他 27 2,084,388 -41.9 20 282,096 62.9 105 1,286,535 9,796.4 7,982,389 -50.6

合計 104 14,041,470 71.0 405 9,014,754 436.6 172 2,948,818 37.8 50,687,499 -6.7

（注）プラスチック機械合計（HSコード8477）は、上記の各成形機に分類されないその他の機械を含む。

　　　また、プラスチック機械合計の金額に部分品（HSコード8477-90）を含み、数量には含まない。

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

真空成形機等 部分品
2025年11月 2025年11月 2025年11月

表1　米国プラスチック機械の国別輸出統計 (2025年11月)

プラスチック機械合計 射出成形機
2025年11月 2024年11月2025年11月 2024年11月

押出成形機 吹込み成形機
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(単位:台、ドル・百円:$1=100円)

輸入元 輸入金額 輸入金額 輸入金額

国名 数量 金額 数量 金額 増減 伸び率(%) 数量 金額 数量 金額 伸び率(%)

イギリス 26 2,766,387 25 2,692,896 73,491 2.7 0 0 2 4,084 -100.0

スペイン 2 296,991 2 424,688 -127,697 -30.1 0 0 0 0 -

フランス 2 7,054,503 3 3,938,090 3,116,413 79.1 0 0 1 40,901 -100.0

オランダ 185 9,081,934 104 11,284,833 -2,202,899 -19.5 0 0 2 71,202 -100.0

ドイツ 973 72,824,638 740 79,869,761 -7,045,123 -8.8 158 12,551,653 60 9,330,686 34.5

スイス 1,238 7,054,042 22 8,451,494 -1,397,452 -16.5 13 5,045,769 3 985,403 412.1

オーストリア 70 14,492,348 103 26,976,238 -12,483,890 -46.3 62 7,884,796 73 12,968,694 -39.2

ハンガリー 0 38,975 0 31,113 7,862 25.3 0 0 0 0 -

イタリア 802 27,641,327 487 15,683,858 11,957,469 76.2 201 3,449,307 1 49,943 6,806.5

ルーマニア 0 2,492,200 0 7,331 2,484,869 33,895.4 0 0 0 0 -

チェコ 50 2,492,200 21 7,331 2,484,869 33,895.4 0 0 0 0 -

ポーランド 22 1,265,337 19 346,243 919,094 265.4 0 0 0 0 -

小計 3,370 147,500,882 1,526 149,713,876 -2,212,994 -1.5 434 28,931,525 142 23,450,913 23.4

カナダ 636 31,033,087 1,521 37,645,981 -6,612,894 -17.6 21 6,992,006 21 12,826,544 -45.5

ブラジル 2 475,278 14 646,918 -171,640 -26.5 0 0 0 0 -

小計 638 31,508,365 1,535 38,292,899 -6,784,534 -17.7 21 6,992,006 21 12,826,544 -45.5

日本 159 23,115,242 318 19,164,543 3,950,699 20.6 117 12,364,508 56 12,740,982 -3.0

韓国 301 7,775,149 19 7,068,342 706,807 10.0 45 1,658,769 15 2,894,314 -42.7

中国 1,323 11,235,237 2,605 19,202,987 -7,967,750 -41.5 69 1,339,588 76 3,268,647 -59.0

台湾 323 7,266,542 125 3,646,686 3,619,856 99.3 45 2,113,940 5 397,311 432.1

タイ 105 3,428,904 10 1,529,786 1,899,118 124.1 102 2,658,459 9 884,743 200.5

インド 34 2,583,552 20 2,855,002 -271,450 -9.5 2 114,971 5 173,587 -33.8

小計 2,245 55,404,626 3,097 53,467,346 1,937,280 3.6 380 20,250,235 166 20,359,584 -0.5

その他 577 14,925,699 190 16,940,438 -2,014,739 -11.9 7 273,476 7 168,072 62.7

合計 6,830 249,339,572 6,348 258,414,559 -9,074,987 -3.5 842 56,447,242 336 56,805,113 -0.6

輸入元 輸入金額 輸入金額 輸入金額 25年11月 輸入金額

国名 数量 金額 伸び率(%) 数量 金額 伸び率(%) 数量 金額 伸び率(%) 金額 伸び率(%)

イギリス 2 358,127 - 0 0 - 2 8,621 -88.7 2,059,467 28.9

スペイン 0 0 - 0 0 - 0 0 - 287,191 19.5

フランス 0 0 - 1 515,920 - 0 0 - 4,786,285 23.4

オランダ 0 0 -100.0 0 0 - 1 29,114 685.4 1,122,406 -31.7

ドイツ 8 2,114,389 -84.6 106 13,817,205 86.1 84 480,839 -89.4 25,255,735 -20.8

スイス 0 0 - 2 220,357 - 0 0 - 1,722,492 -22.0

オーストリア 0 0 -100.0 2 8,062 - 1 232,903 -62.3 3,368,456 -46.5

ハンガリー 0 0 - 0 0 - 0 0 - 38,975 25.3

イタリア 5 1,825,416 -17.5 18 2,984,242 385.9 0 0 -100.0 5,640,844 -11.5

ルーマニア 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2,492,200 33,895.4

チェコ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2,492,200 33,895.4

ポーランド 0 0 - 0 0 - 0 0 - 348,824 12.2

小計 15 4,297,932 -80.4 129 17,545,786 118.3 88 751,477 -90.2 49,615,075 -10.1

カナダ 5 344,974 -3.4 2 137,190 228.9 1 1,574,100 435.1 17,738,733 -12.0

ブラジル 0 0 - 0 0 - 0 0 - 398,588 -12.4

小計 5 344,974 -3.4 2 137,190 228.9 1 1,574,100 435.1 18,137,321 -12.0

日本 20 1,905,810 - 3 1,766,392 313.5 0 0 - 4,368,737 -23.8

韓国 0 0 - 0 0 - 90 4,232,546 - 1,408,303 -59.7

中国 3 222,665 -44.5 8 101,514 -85.1 2 51,700 271.0 6,659,544 -26.9

台湾 1 36,900 -40.3 0 0 - 0 0 -100.0 2,268,705 -11.3

タイ 0 0 -100.0 0 0 - 0 0 - 548,213 -13.9

インド 1 248,000 2,154.5 6 944,352 339.2 0 0 - 1,196,792 -46.4

小計 25 2,413,375 400.6 17 2,812,258 112.7 92 4,284,246 5,745.3 16,450,294 -30.8

その他 2 208,286 -71.3 1 49,600 -92.1 6 51,571 -96.7 2,943,064 -46.0

合計 47 7,264,567 -69.0 149 20,544,834 104.7 187 6,661,394 -30.4 87,145,754 -17.0

（注）プラスチック機械合計（HSコード8477）は、上記の各成形機に分類されないその他の機械を含む。

　　　また、プラスチック機械合計の金額に部分品（HSコード8477-90）を含み、数量には含まない。

2024年11月2025年11月

押出成形機 吹込み成形機

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

真空成形機等

表2　米国プラスチック機械の国別輸入統計 (2025年11月)

2025年11月 2025年11月 2025年11月

部分品

プラスチック機械合計 射出成形機

2025年11月 2024年11月
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項目 2025年11月 2024年11月 伸び率（％） 2025年11月 2024年11月 伸び率（％） 2025年11月 2024年11月

8477-10 射出成形機 8,480,621 11,188,284 -24.2 0 30,000 -100.0 0.0 0.3

8477-20 押出成形機 14,041,470 8,212,848 71.0 0 0 - 0.0 0.0

8477-30 吹込み成形機 9,014,754 1,680,106 436.6 334,488 0 - 3.7 0.0

8477-40 真空成形機等 2,948,818 2,139,320 37.8 13,288 0 - 0.5 0.0

8477-51 その他の機械 （成形用） 3,088,597 2,568,979 20.2 0 0 - 0.0 0.0

8477-59 その他のもの （成形用） 8,918,581 6,418,259 39.0 989,946 116,166 752.2 11.1 1.8

8477-80 その他の機械 15,314,976 13,856,032 10.5 17,540 0 - 0.1 0.0

61,807,817 46,063,828 34.2 1,355,262 146,166 827.2 2.2 0.3

8477-90 部分品 50,687,499 54,355,411 -6.7 660,948 863,213 -23.4 1.3 1.6

112,495,316 100,419,239 12.0 2,016,210 1,009,379 99.7 1.8 1.0

項目 2025年11月 2024年11月 伸び率（％） 2025年11月 2024年11月 伸び率（％） 2025年11月 2024年11月

8477-10 射出成形機 56,447,242 56,805,113 -0.6 12,364,508 12,740,982 -3.0 21.9 22.4

8477-20 押出成形機 7,264,567 23,452,823 -69.0 1,905,810 0 - 26.2 0.0

8477-30 吹込み成形機 20,544,834 10,034,162 104.7 1,766,392 427,203 313.5 8.6 4.3

8477-40 真空成形機等 6,661,394 9,574,750 -30.4 0 0 - 0.0 0.0

8477-51 その他の機械 （成形用） 7,723,947 1,214,404 536.0 0 238,856 -100.0 0.0 19.7

8477-59 その他のもの （成形用） 13,029,502 12,485,482 4.4 175,000 22,900 664.2 1.3 0.2

8477-80 その他の機械 50,522,332 39,800,386 26.9 2,534,795 2,260 112,059.1 5.0 0.0

162,193,818 153,367,120 5.8 18,746,505 13,432,201 39.6 11.6 8.8

8477-90 部分品 87,145,754 105,047,439 -17.0 4,368,737 5,732,342 -23.8 5.0 5.5

249,339,572 258,414,559 -3.5 23,115,242 19,164,543 20.6 9.3 7.4

項目 輸出数量 対日輸出数量 輸入数量 対日輸入数量

8477-10 射出成形機 66 128.5 0 - 842 67.0 117 105.7

8477-20 押出成形機 104 135.0 0 - 47 154.6 20 95.3

8477-30 吹込み成形機 405 22.3 17 19.7 149 137.9 3 588.8

8477-40 真空成形機等 172 17.1 1 13.3 187 35.6 0 -

8477-51 その他の機械 （成形用） 907 3.4 0 - 188 41.1 0 -

8477-59 その他のもの （成形用） 210 42.5 25 39.6 219 59.5 1 175.0

8477-80 その他の機械 990 15.5 1 17.5 5,198 9.7 18 140.8

2,854 21.7 44 30.8 6,830 23.7 159 117.9

8477-90 部分品 X - X - X - X -

- - - - - - - -

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

対日輸入単純平均単価

対日輸出割合（％）

対日輸入割合（％）対日輸入金額

機械類小計

合計

輸出金額 対日輸出金額

表3　米国プラスチック機械の機種別輸出入統計（2025年11月）

（単位：台、ドル・百円；単価は千ドル・10万円；$1=100円）

機械類小計

合計

輸入金額

機械類小計

合計

輸出単純平均単価 対日輸出単純平均単価 輸入単純平均単価
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●米国の鉄鋼生産と設備稼働率（2025年 11月） 

 
米国鉄鋼協会（American Iron and Steel Institute）の月次統計に基づく、米国における 2025
年 11月の鉄鋼生産と設備稼働率の概要は、以下のとおりである。 
 
①  粗鋼生産量は 740.7万ネット・トンで、前月の 762.4万ネット・トンから減少（△2.8%）と
なり、対前年同月比は増加（＋7.2%）となった。 
鉄鋼生産量は 707.4万ネット・トンで、前月の 769.2万ネット・トンから減少（△8.0%）と
なり、対前年同月比は増加（＋5.5%）となった。鋼種別では、前年同月比で炭素鋼（＋4.8%）、
合金鋼（＋30.0%）、ステンレス鋼（＋12.0%）となっている。 

 
② 主要分野別の出荷状況を見ると、自動車関連 104.5万ネット・トン（対前年同月比△5.6%）、
建設関連 209.4万ネット・トン（同＋11.9%）、中間販売業者 178.8万ネット・トン（同＋5.1%）、
機械産業（農業関係を除く）7.7万ネット・トン（同△6.2%）となっている。 
需要分野別に見ると、鉄鋼中間材（同＋30.8%）、産業用ねじ（同＋17.3%）、中間販売業者
（同＋5.1%）、建設関連（同＋11.9%）、鉄道輸送（同＋15.2%）、船舶・舶用機械（同＋15.6%）、
航空・宇宙（同＋43.0%）、石油・ガス・石油化学（同＋8.7%）、農業（農業機械等）（同＋
59.1%）が対前年比で増加となり、自動車（同△5.6%）、鉱山・採石・製材（同△63.5%）、
機械装置・工具（同△0.9%）、電気機器（同△56.5%）、家電・食卓用金物（同△5.0%）、コ
ンテナ等出荷機材（同△20.2%）が対前年比で減少となっている。また、外需は減少（同△14.3%）
となっている。 

 
③  鉄鋼輸出は、54.1 万ネット・トンで、前月の 63.4 万ネット・トンから減少（△14.7%）と
なり、対前年同月比 は減少（△14.3%）となった。 

 
④  鉄鋼輸入は、163.9万ネット・トンで、前月の 173.0万ネット・トンから減少（△5.3%）と
なり、対前年同月比は減少（△20.7%）となっている。鋼種別に見ると対前年同月比で、炭素
鋼（△91.3%）、合金鋼（△11.6%）、ステンレス鋼（△23.6%）となっている。 
主要な輸入元としては、カナダが 25.7万ネット・トン、メキシコが 16.5万ネット・トン、
メキシコ・カナダを除く南北アメリカが 31.5万ネット・トン、EUが 26.4万ネット・トン、欧
州のEU非加盟国（ロシアを含む）が 7.3万ネット・トン、アジアが 53.3万ネット・トンとな
っている。 
主な荷受地は、大西洋岸で 30.5 万ネット・トン（構成比 18.6%）、メキシコ湾岸部で 76.0
万ネット・トン（構成比 46.4%）、太平洋岸で 20.1万ネット・トン（構成比 12.2%）、五大湖
沿岸部で 36.0万ネット・トン（構成比 22.0%）となっている。 
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また、米国内消費に占める輸入（半製品を除く）の割合は 20.1%と、前月の 19.7%から 0.4
ポイント増となり、前年同月の 25.4%から 5.3ポイント減となった。 
 
⑤  設備稼働率は 75.4%で、前月の 75.1%から 0.3ポイント増となり、前年同月の 72.6%から

2.8ポイント増となった。また、内需は 817.2万ネット・トンとなり、対前年同月比で増加（＋
0.4%）となっている。 
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表 1 米国における鉄鋼生産、設備稼働率、輸出入等（2025年 11月） 
 

 2025年 2024年 対前年比伸率(%) 

 10月 年累計 10月 年累計 10月 年累計 

1.粗鋼生産（千ﾈｯﾄ･ﾄﾝ）       

(1)Pig Iron N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

(2)Raw Steel（合計） 7.407  82.699  6.908  80.212  7.2% 3.1% 

Basic Oxygen Process(*1) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Electric(*2) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Continuous Cast(*1及び*2
の一部を含む。) 

7.383  82.432  6.883  79.943  7.3% 3.1% 

2.設備稼働率（%） 75.4  76.9  72.6  75.5  
  

3.鉄鋼生産（千ﾈｯﾄ･ﾄﾝ）(A) 7,074  83,499  6,703  78,986  5.5% 5.7% 

(1)Carbon 6,723  79,447  6,416  75,341  4.8% 5.4% 

(2)Alloy 210  2,225  162  1,886  30.0% 18.0% 

(3)Stainless 140  1,827  125  1,759  12.0% 3.9% 

4.輸出（千ﾈｯﾄ･ﾄﾝ）(B) 541  6,802  631  8,235  -14.3% -17.4% 

5.輸入（千ﾈｯﾄ･ﾄﾝ）(C) 1,639  23,664  2,067  26,735  -20.7% -11.5% 

(1)Carbon 128  17,575  1,476  20,220  -91.3% -13.1% 

(2)Alloy 439  5,093  496  5,480  -11.6% -7.1% 

(3)Stainless 73  996  95  1,035  -23.6% -3.8% 

6.内需（千ﾈｯﾄ･ﾄﾝ） 8,172 100,361 8,139 97,485 0.4% 2.9% 

(D)=A＋C-B 
      

7.内需に占める輸入の割合 20.1 23.6 25.4 27.4 
  

(E)=C/D*100(%) 
      

（注）①出所：AISI(American Iron and Steel Institute) 
   ②端数調整のため、合計の合わない場合もある。 
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表 2 米国鉄鋼業の設備稼働率の推移 
                                                  （単位：%） 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均稼働 

2024年 73.4 77.7 76.4 76.3 76.9 76.7 76.4 77.7 74.6 71.6 72.6 75.0 75.4 

2025年 76.3 76.3 76.5 75.0 76.6 79.8 78.2 77.9 78.4 75.1 75.4  76.9 

 
 
 

 

折れ線グラフ：設備稼働率（左軸） 
棒グラフ：粗鋼生産量（右軸）  
 

図 1 米国における粗鋼生産量と設備稼働率の推移 
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2025-2024
2025 2024

Nov. 11 Mos. Nov. 11 Mos. Nov. 11 Mos.
PRODUCTION:(Millions N.T.)

 Pig Iron N/A N/A N/A N/A N/A N/A

 Raw Steel (total) 7.407 82.699 6.908 80.212 7.2% 3.1%
   Basic Oxygen process N/A N/A N/A N/A N/A N/A
   Electric N/A N/A N/A N/A N/A N/A
   Continuous cast (incl. above) 7.383 82.432 6.883 79.943 7.3% 3.1%

   Rate of Capability Utilization 75.4 76.9 72.6 75.5

MILL SHIPMENTS: (000 N.T.)

 Total steel mill products 7,074 83,499 6,703 78,986 5.5% 5.7%
   Carbon 6,723 79,447 6,416 75,341 4.8% 5.4%
   Alloy 210 2,225 162 1,886 30.0% 18.0%
   Stainless 140 1,827 125 1,759 12.0% 3.9%

FOREIGN TRADE-STEEL MILL PRODUCTS:

 Exports (000 N.T.) 541 6,802 631 8,235 -14.3% -17.4%
 Imports (000 N.T.) 1,639 23,664 2,067 26,735 -20.7% -11.5%
   Carbon 128 17,575 1,476 20,220 -91.3% -13.1%
   Alloy 439 5,093 496 5,480 -11.6% -7.1%
   Stainless 73 996 95 1,035 -23.6% -3.8%
Imports excluding semi-finished 1,085 17,505 1,592 20,680 -31.9% -15.4%
APPARENT STEEL SUPPLY EXCLUDING
    SEMI-FINISHED IMPORTS (000 NET TONS) 7,617 94,202 7,663 91,431 -0.6% 3.0%
 Imports excluding semi-finished as % apparent supply 14.2 18.6 20.8 22.6

MILL SHIPMENTS:SELECTED MARKETS 

 Automotive 1,045 12,783 1,107 14,186 -5.6% -9.9%
 Construction & contractors' products 2,094 23,989 1,871 20,550 11.9% 16.7%
 Service centers & distributors 1,788 21,791 1,702 19,780 5.1% 10.2%
 Machinery,excl. agricultural 77 999 83 1,061 -6.2% -5.8%

EMPLOYMENT DATA: 12 mo. 2024 vs. 12 mo. 2023

 Total Net Number of Employees 145 144 0.7%
   (000)  Source:  BLS

FINANCIAL DATA:(Millions of Dollars) * Preliminary 12 mo. 2024 vs. 12 mo. 2023
Steel Segment
 Total Sales $63,914 $71,562 -10.7%
 Operating Income $4,253 $8,275

% Change

別表1　米国の鉄鋼業データ（１）
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2025-2024
2025 2024

Nov. 11 Mos. Nov. 11 Mos. Nov. 11 Mos.
FOREIGN TRADE - STEEL MILL PRODUCTS:   

Imports - Country of Origin (000 N.T.) 1,639 23,664 2,067 26,735 -20.7% -11.5%

Canada 257 4,290 475 6,037 -45.9% -28.9%

Mexico 165 2,687 281 3,190 -41.2% -15.8%
     
Other Western Hemisphere 315 4,153 333 4,599 -5.6% -9.7%

EU 264 3,660 299 3,863 -11.7% -5.3%

Other Europe* 73 827 40 794 80.7% 4.1%

Asia 533 7,278 614 7,429 -13.3% -2.0%

Oceania 30 226 6 264 382.0% -14.2%

Africa 2 542 18 559 -88.4% -3.0%

* Includes Russia

Imports - By Customs District (000 N.T.) 1,639 23,664 2,067 26,735 -20.7% -11.5%

    Atlantic Coast 305 4,077 279 4,112 9.4% -0.8%
    Gulf Coast - Mexican Border 760 11,178 1,039 12,276 -26.9% -8.9%
    Pacific Coast 201 2,701 150 2,825 34.1% -4.4%
    Great Lakes - Canadian Border 360 5,520 594 7,320 -39.3% -24.6%
    Off Shore 13 189 6 203 129.0% -6.8%

別表2　米国の鉄鋼業データ（２）

% Change
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NOVEMBER 2025
SAME

MONTH
MARKET CLASSIFICATIONS NET TONS PERCENT NET TONS PERCENT PERCENT NET TONS PERCENT
 1. Steel for Converting and Processing
      Wire and wire products 70,125 1.0% 797,554 1.0% -1.6% -71,396 -8.2%
      Sheets and strip 148,730 2.1% 1,421,767 1.7% 71.0% 172,995 13.9%
      Pipe and tube 589,107 8.3% 7,170,988 8.6% 29.5% 1,853,819 34.9%
      Cold finishing 205 0.0% 3,172 0.0% -40.1% 528 20.0%
      Other 15,521 0.2% 172,981 0.2% -4.6% -7,808 -4.3%
         Total 823,688 11.6% 9,566,462 11.5% 30.8% 1,948,138 25.6%
 2. Independent Forgers (not elsewhere classified) 7,502 0.1% 84,501 0.1% 14.9% 22,959 37.3%
 3. Industrial Fasteners 1,103 0.0% 13,393 0.0% 17.3% 3,253 32.1%
 4. Steel Service Centers and Distributors 1,787,996 25.3% 21,791,486 26.1% 5.1% 2,011,199 10.2%
 5. Construction, Including Maintenance
      Metal Building Systems 90,045 1.3% 1,045,920 1.3% -25.3% -97,401 -8.5%
      Bridge and Highway Construction 7,263 0.1% 85,891 0.1% 65.4% 22,561 35.6%
      General Construction 1,733,371 24.5% 19,931,351 23.9% 14.0% 3,351,872 20.2%
      Culverts and Concrete Pipe 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0%
      All Other Construction & Contractors' Products 262,989 3.7% 2,926,155 3.5% 16.9% 162,235 5.9%
          Total 2,093,668 29.6% 23,989,317 28.7% 11.9% 3,439,267 16.7%
 7. Automotive
      Vehicles,parts & accessories-assemblers 992,936 14.0% 12,170,710 14.6% -5.3% -1,297,516 -9.6%
      Trailers, all types 2,486 0.0% 23,225 0.0% 859.8% 4,331 22.9%
      Parts and accessories-independent suppliers 38,907 0.6% 472,381 0.6% -17.4% -111,368 -19.1%
      Independent forgers 10,406 0.1% 116,189 0.1% -0.5% 1,393 1.2%
         Total 1,044,735 14.8% 12,782,505 15.3% -5.6% -1,403,160 -9.9%
 8. Rail Transportation 99,387 1.4% 1,016,577 1.2% 15.2% 41,454 4.3%
 9. Shipbuilding and Marine Equipment 4,110 0.1% 52,379 0.1% 15.6% -2,749 -5.0%
10. Aircraft and Aerospace 369 0.0% 4,642 0.0% 43.0% 844 22.2%
11. Oil,  Gas & Petrochemical
      Drilling & Transportation 120,460 1.7% 1,468,677 1.8% 8.2% 280,089 23.6%
      Storage Tanks 1,360 0.0% 25,367 0.0% 120.4% 17,518 223.2%
      Oil, Gas & Chemical Process Vessels 1,749 0.0% 22,525 0.0% 0.1% 1,525 7.3%
         Total 123,569 1.7% 1,516,569 1.8% 8.7% 299,132 24.6%
12. Mining, Quarrying and Lumbering 19 0.0% 324 0.0% -63.5% -325 -50.1%
13. Agricultural
      Agricultural Machinery 14,258 0.2% 137,762 0.2% 61.4% 12,099 9.6%
      All Other 844 0.0% 10,983 0.0% 28.7% 3,021 37.9%
         Total 15,102 0.2% 148,745 0.2% 59.1% 15,120 11.3%
14. Machinery, Industrial Equipment and Tools
      General Purpose Equipment - Bearings 10,733 0.2% 126,123 0.2% 38.1% 47,026 59.5%
      Construction Equip. and Materials Handling Equip. 28,500 0.4% 304,386 0.4% 33.3% -10,435 -3.3%
      All Other 15,371 0.2% 267,537 0.3% -40.8% -52,174 -16.3%
         Total 54,604 0.8% 698,046 0.8% -0.9% -15,583 -2.2%
15. Electrical Equipment 22,869 0.3% 301,356 0.4% -56.5% -321,209 -51.6%
16. Appliances, Utensils and Cutlery
      Appliances 157,458 2.2% 1,840,075 2.2% -5.0% -13,050 -0.7%
      Utensils and Cutlery 114 0.0% 5,746 0.0% -21.4% 4,278 291.4%
         Total 157,572 2.2% 1,845,821 2.2% -5.0% -8,772 -0.5%
17. Other Domestic and Commercial Equipment 10,046 0.1% 127,530 0.2% -2.7% -5,333 -4.0%
18. Containers, Packaging and Shipping Materials
      Cans and Closures 30,705 0.4% 388,471 0.5% -59.5% -286,314 -42.4%
      Barrels, drums and shipping pails 25,147 0.4% 283,309 0.3% -8.5% -68,621 -19.5%
      All Other 4,287 0.1% 55,218 0.1% -39.9% -49,383 -47.2%
         Total 60,139 0.9% 726,998 0.9% -20.2% -171,258 -19.1%
19. Ordnance and Other Military 1,289 0.0% 19,616 0.0% -9.7% 2,757 16.4%
20. Export 600,000 8.5% 6,862,721 8.2% -4.9% -1,372,743 -16.7%
21. Non-Classified Shipments 165,892 2.3% 1,949,740 2.3% -19.6% -245,027 -11.2%
         TOTAL SHIPMENTS (Items 1-21) 7,073,659 100.0% 83,498,728 100.0% 4.6% 4,004,904 5.0%
+ - Includes revisions for previous months
P - Preliminary, final figures will appear in the detailed quarterly report.
* - Net total after deducting shipments to reporting companies.

別表3　米国における需要分野別の鉄鋼出荷量

CURRENT MONTH YEAR TO DATE+

CHANGE FROM 2024

YEAR TO DATE
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 皆さん、こんにちは。ジェトロ・ウィーン事務所の徳島です。 
  
 ２月に入っても依然として寒い日が続いていますが、最高気温が 10℃前後まで上がる日もあり、
１月と比べると寒さが少し和らいできたように感じます。日照時間も徐々に長くなってきたこと

で、冬の終わりが少しずつ近づいていることを実感しています。 
 
 この時期のオーストリアでは、各地でスキーをはじめとするウィンタースポーツが盛んに行わ

れています。2月 6日から 2月 22日にかけて、ミラノ・コルティナでは冬季オリンピックが開催
されていましたが、オーストリアは「アルペンスキー王国」として知られており、これまでに 76
個の金メダル（合計 268個のメダル）を獲得してきた世界屈指の強豪国です。国土の大部分をア
ルプス山脈が占め、ウィンタースポーツに適した自然環境が整っていることに加え、スキーは国

内の重要産業の一つでもあり、競技人口の育成も含めて、国として産業全体を支援していること

が強豪国の所以とされています。オーストリアのスキーリゾートは雪質が高く、冬季の旅行者の

約 80％がスキーを目的に訪れるそうなので、滞在中に是非一度は訪れてみたいと思います。 
 
 ２月中旬には、オーストリアを代表する美しい湖畔の村として世界的に知られているハルシュ

タット（Hallstatt）を初めて訪れました。1997年に世界文化遺産に登録されており、典型的なオ
ーストリアの風景としてカレンダーなどにもよく用いられているため、景色に見覚えがある方も

多いのではないかと思います。ウィーンからは、高速鉄道 ICとローカル電車を乗り継いで片道４
時間ほどで、最寄り駅から旧市街までは連絡船で移動します。 
 
 Hallはケルト語で「塩」、Stattはドイツ語で「場所」を意味し、古くから塩の交易で栄えたこ
とが地名の由来とされています。世界最古の岩塩坑の一つとされるハルシュタット岩塩坑では、

防護服を着て昔ながらのトロッコに跨り、坑道の奥深くまで進む体験が出来ます（現在はリノベ

ーションのため閉鎖中）。また、四季折々の美しい景色を楽しめるのも魅力の一つであり、シーズ

ンを問わず多くの観光客を惹きつける要因となっています。今回は天候にも恵まれ、ハルシュタ

ット湖と山々に囲まれた美しい自然環境を満喫することが出来ました。 
 
 一方で、近年はアジアからの観光客が急増し、オーバーツーリズムが問題となっているようで

す。特に中国ではハルシュタットの街並みを再現したレプリカが建設されるほど人気が高く、私

が訪れた際も多くの中国人観光客で賑わっていました。とはいえ、早朝や夜は驚くほど静かで、

観光地でありながら、住民の暮らしが息づいている様子が窺えました。シーズンによっては１日

約１万人もの観光客が訪れるようですので、ハルシュタット本来の静けさや幻想的な雰囲気を味

わいたい方は、ピークシーズンを回避して訪れた方が良いのかもしれません。 
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 皆さん、こんにちは。ジェトロ・ウィーン事務所の徳島です。 
  
 ２月に入っても依然として寒い日が続いていますが、最高気温が 10℃前後まで上がる日もあり、
１月と比べると寒さが少し和らいできたように感じます。日照時間も徐々に長くなってきたこと

で、冬の終わりが少しずつ近づいていることを実感しています。 
 
 この時期のオーストリアでは、各地でスキーをはじめとするウィンタースポーツが盛んに行わ

れています。2月 6日から 2月 22日にかけて、ミラノ・コルティナでは冬季オリンピックが開催
されていましたが、オーストリアは「アルペンスキー王国」として知られており、これまでに 76
個の金メダル（合計 268個のメダル）を獲得してきた世界屈指の強豪国です。国土の大部分をア
ルプス山脈が占め、ウィンタースポーツに適した自然環境が整っていることに加え、スキーは国

内の重要産業の一つでもあり、競技人口の育成も含めて、国として産業全体を支援していること

が強豪国の所以とされています。オーストリアのスキーリゾートは雪質が高く、冬季の旅行者の

約 80％がスキーを目的に訪れるそうなので、滞在中に是非一度は訪れてみたいと思います。 
 
 ２月中旬には、オーストリアを代表する美しい湖畔の村として世界的に知られているハルシュ

タット（Hallstatt）を初めて訪れました。1997年に世界文化遺産に登録されており、典型的なオ
ーストリアの風景としてカレンダーなどにもよく用いられているため、景色に見覚えがある方も

多いのではないかと思います。ウィーンからは、高速鉄道 ICとローカル電車を乗り継いで片道４
時間ほどで、最寄り駅から旧市街までは連絡船で移動します。 
 
 Hallはケルト語で「塩」、Stattはドイツ語で「場所」を意味し、古くから塩の交易で栄えたこ
とが地名の由来とされています。世界最古の岩塩坑の一つとされるハルシュタット岩塩坑では、

防護服を着て昔ながらのトロッコに跨り、坑道の奥深くまで進む体験が出来ます（現在はリノベ

ーションのため閉鎖中）。また、四季折々の美しい景色を楽しめるのも魅力の一つであり、シーズ

ンを問わず多くの観光客を惹きつける要因となっています。今回は天候にも恵まれ、ハルシュタ

ット湖と山々に囲まれた美しい自然環境を満喫することが出来ました。 
 
 一方で、近年はアジアからの観光客が急増し、オーバーツーリズムが問題となっているようで

す。特に中国ではハルシュタットの街並みを再現したレプリカが建設されるほど人気が高く、私

が訪れた際も多くの中国人観光客で賑わっていました。とはいえ、早朝や夜は驚くほど静かで、

観光地でありながら、住民の暮らしが息づいている様子が窺えました。シーズンによっては１日

約１万人もの観光客が訪れるようですので、ハルシュタット本来の静けさや幻想的な雰囲気を味

わいたい方は、ピークシーズンを回避して訪れた方が良いのかもしれません。 
 
 
 
 

写真は、展望デッキから撮影したハルシュタットの冬の風景です。 

 
 

ジェトロ・ウィーン事務所 
産業機械部 徳島 康介 
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皆様、こんにちは。ジェトロ・シカゴ事務所の村山です。 
 
１月下旬は米国各地を大寒波が襲い、ここシカゴでも警報が出るほどの厳しい寒さとな

りました。前回の駐在員便りで「冬は気温が氷点下を下回るのが当たり前」と書きましたが、

この寒波では華氏表示でも０度（摂氏マイナス 17～18度）を下回る日が続き、家庭用冷凍
庫以下の外気温という得難い経験をしました。幸いにして２月に入り寒さは一服しました

ものの、一転して日中の気温が摂氏 10度を超えるような季節外れの暖かい日もあり、極端
な温度差に悩まされています。 

 
さて、２月は一年で最も日数が少ない月ですが、その中で祝日が２日あります。リンカー

ンの誕生日（２月 12 日）と、ワシントンの誕生日（２月 16 日）です。二人の偉人の誕生
日がひと月に集中しているわけですが（さらに言えば、キング牧師の誕生日が１月にありま

したが）、実はこの２つの祝日、法的な位置づけが異なります。米国には、連邦政府が定め

る祝日と、各州が独自に制定する祝日があり、祝日の定め方にも連邦制の思想が反映されて

います。ワシントンの誕生日は、合衆国法典に規定される連邦祝日です。元日、独立記念日、

感謝祭、クリスマスなども連邦祝日として定められています。 
一方でリンカーンの誕生日は、州独自の祝日です。イリノイ州・カリフォルニア州・コネ

チカット州・ミズーリ州・ニューヨーク州など複数の州で州祝日として扱われています。特

にここイリノイ州は、リンカーン大統領が青年期を過ごし、州議会議員や下院議員として政

治的基盤を築いた州です。 
 
また、祝日が週末に重なる場合の振替規則も規定されており、土曜日に当たれば前日の金

曜日、日曜日に当たれば翌日の月曜日が祝日として扱われます。さらに、祝日の一部は「〇

月の第×月曜日」とすることで三連休を創出する仕組みが採用されており、ワシントンの誕

生日やキング牧師記念日などが該当します。祝日が土曜日に当たれば前日の金曜日を祝日

として扱う、という制度は是非とも日本でも採用してほしいですね。 
 
しかし、連邦祝日の規定は本来「連邦政府職員」を対象としており、連邦祝日だからとい

って、全米の企業・学校が必ず同様に休みになるわけではありません。また、州祝日も同様

に州政府機関や公立学校などに適用されますが、民間企業に適用するかどうかは州法や企

業方針によって異なるそうです。つまり、米国では連邦祝日ですら全国民が一律に休暇を取

得するものではなく、企業や学校が独自の判断で対応を決めるのが一般的です。宗教的・文

化的背景に基づく祝日や記念日も多く、こうした多様性が米国の祝日の特徴のようです。 
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皆様、こんにちは。ジェトロ・シカゴ事務所の村山です。 
 
１月下旬は米国各地を大寒波が襲い、ここシカゴでも警報が出るほどの厳しい寒さとな

りました。前回の駐在員便りで「冬は気温が氷点下を下回るのが当たり前」と書きましたが、

この寒波では華氏表示でも０度（摂氏マイナス 17～18度）を下回る日が続き、家庭用冷凍
庫以下の外気温という得難い経験をしました。幸いにして２月に入り寒さは一服しました

ものの、一転して日中の気温が摂氏 10度を超えるような季節外れの暖かい日もあり、極端
な温度差に悩まされています。 

 
さて、２月は一年で最も日数が少ない月ですが、その中で祝日が２日あります。リンカー

ンの誕生日（２月 12 日）と、ワシントンの誕生日（２月 16 日）です。二人の偉人の誕生
日がひと月に集中しているわけですが（さらに言えば、キング牧師の誕生日が１月にありま

したが）、実はこの２つの祝日、法的な位置づけが異なります。米国には、連邦政府が定め

る祝日と、各州が独自に制定する祝日があり、祝日の定め方にも連邦制の思想が反映されて

います。ワシントンの誕生日は、合衆国法典に規定される連邦祝日です。元日、独立記念日、

感謝祭、クリスマスなども連邦祝日として定められています。 
一方でリンカーンの誕生日は、州独自の祝日です。イリノイ州・カリフォルニア州・コネ

チカット州・ミズーリ州・ニューヨーク州など複数の州で州祝日として扱われています。特

にここイリノイ州は、リンカーン大統領が青年期を過ごし、州議会議員や下院議員として政

治的基盤を築いた州です。 
 
また、祝日が週末に重なる場合の振替規則も規定されており、土曜日に当たれば前日の金

曜日、日曜日に当たれば翌日の月曜日が祝日として扱われます。さらに、祝日の一部は「〇

月の第×月曜日」とすることで三連休を創出する仕組みが採用されており、ワシントンの誕

生日やキング牧師記念日などが該当します。祝日が土曜日に当たれば前日の金曜日を祝日

として扱う、という制度は是非とも日本でも採用してほしいですね。 
 
しかし、連邦祝日の規定は本来「連邦政府職員」を対象としており、連邦祝日だからとい

って、全米の企業・学校が必ず同様に休みになるわけではありません。また、州祝日も同様

に州政府機関や公立学校などに適用されますが、民間企業に適用するかどうかは州法や企

業方針によって異なるそうです。つまり、米国では連邦祝日ですら全国民が一律に休暇を取

得するものではなく、企業や学校が独自の判断で対応を決めるのが一般的です。宗教的・文

化的背景に基づく祝日や記念日も多く、こうした多様性が米国の祝日の特徴のようです。 
 

  

 
 

ちなみに、シカゴ事務所では連邦祝日、イリノイ州の祝日に加えて、なんと日本の祝日も

一部採用されています。休日が多くてありがたい反面、うっかり仕事の予定を入れてしまい

そうになるのは注意が必要です。祝日はゆっくりと過ごしつつ、その由来や歴史に思いを馳

せるのも良いですね。それではまた。 
 
写真は、シカゴ市内に建つリンカーン像です。 

 
ジェトロ・シカゴ事務所  
産業機械部 村山 裕紀 
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